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行政常任委員会 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ４ 日 （ 水 ）               

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 開  会               

 

○南委員長  皆さん、おはようございます。ただいまより行政常任委員会を開催

いたします。 

 ２２日の日、市長と共々、大阪万博のほうで「三重のおまつり大集合！」へ行っ

てまいりました。当市からは１８町、約１００名の町頭たちが出席して、盛大のう

ちに完了しましたことを報告いたします。 

 市長から何かありますか。 

○加藤市長  それじゃ、ちょっとだけお話しさせていただきます。 

 委員長がおっしゃっていましたように、９月の２２日、「三重のおまつり大集

合！」ということで、万博会場の西会場、西ゲートの近くで、その場所が。三重県

から結構出たんですけれども、お昼ぐらいから始まりまして、三重県尾鷲では３時

から、御承知のとおり、在廻りから始まって「チョウサじゃ！」の掛け声の後、要

するに練りがあったと。約２０分間、非常に醍醐味がありまして、特に尾鷲の宣伝

も映像で結構流してもらったりして、結構尾鷲のＰＲができたんじゃないかなと思

っております。 

 なお、ユーチューブのほうで一応動画を発信していますので、ぜひ御覧いただき

たいと思っております。本当にいろいろありがとうございました。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 本日から決算審査ということで、議案第５９号から６１号までの審査に入るわけ

なんですけれども、まず初めに、民部代表監査より総評をいただきたいと思います。 

○民部監査委員事務局代表監査  おはようございます。 

 代表監査の民部でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、着席のまま失礼いたします。 

 本来ならば、今回の９月定例会で、一般会計、各特別会計及び公営企業会計の審

査の意見書を御説明申し上げるところですが、前回の定例会で、選挙の関係で７月

開催になったことから、公営企業会計につきましては、地方公営企業法に基づき審

査をお願いいたしました。 

 今回は、一般会計、各特別会計の審査について御報告申し上げます。 
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 地方自治法第２３３条２項の規定に基づき、市長より審査に付された令和６年度

の各会計決算に対し審査を行った結果について、意見書として取りまとめましたの

で、その概要について御説明申し上げます。 

 それでは、お手元の令和６年度尾鷲市一般会計・各特別会計歳入歳出決算審査意

見書１ページを御覧ください。通知いたします。 

 １、審査の対象は、令和６年度一般会計歳入歳出決算並びに２本の特別会計歳入

歳出決算及び附則書類となります。 

 下段４の審査の結果といたしましては、審査に付された各会計歳入歳出決算書及

び附則書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は、関係諸

帳簿と照合した結果、正確であると認められました。 

 意見書全般の内容としましては２ページから５９ページまで、一般会計について

は６１ページから７５ページまで、特別会計について、歳入歳出決算額それぞれ款

別に前年度と比較して整理しております。 

 また、７６ページには実質収支に関する調書を、７７ページから７９ページには

財産に関する調書を整理してございます。 

 それでは、８０ページを御覧ください。 

 まずは、結びの一般会計であります。 

 本年度の一般会計に係る予算の執行財産の管理など財務に関する事務の執行につ

いては、おおむね適正に処理されているものと認められました。 

 本市を取り巻く経済情勢は、少子高齢化や人口減少、令和７年３月３１日現在、

１万５,２９５人、さらには、近年におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰

の影響等が加わり、長期にわたって活力が低下し続けている。本市の財政運営は、

主な自主財源である市税収入が減少傾向にあることから、引き続き厳しい状況が続

くものと予想されております。 

 また、本市の持つ諸課題に目を向けると、人口減に伴う過疎化対策をはじめ、中

部電力尾鷲三田火力発電所跡地の利活用や公益設置による新たなごみ処理施設の建

設、ＤＸ化の推進、脱炭素で持続可能な社会の構築など、社会環境の大幅な変化へ

の対応に迫られております。 

 このような中、市では、第７次尾鷲市総合計画に基づくまちの将来像を「住みた

いまち 住み続けたいまち おわせ」と定め、計画的かつ積極的な取組が行われて

いると評価いたしております。 

 ６ページに戻っていただきまして、一般会計決算の状況の表を御覧ください。 
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 なお、表上の表記は円単位としておりますが、以降全て万単位の単位未満切捨て

で御説明させていただきますので、御了解ください。 

 一般会計の決算額は、歳入が１２２億９,４８４万円で、歳出が１１９億６,６４

５万円となり、歳入歳出差引額が３億２,８３８万円となっており、翌年度へ繰り

越すべき財源、繰越明許費６８７万円を差し引いた実質収支額は３億２,１６０万

円の黒字となっております。 

 次に、１６ページを御覧ください。 

 歳入の１５.３％を占める市税でありますが、収入済額は１９億５７万円で、前

年度と比較して７,１１０万円、３.６％減少しております。 

 １８ページの表を見ていただきますとおり、令和６年度におきましては、現年度

分の市民税、固定資産税、市たばこ税、都市計画税が減少しており、トータルの収

入額は昨年度の７,５８０万円を下回りました。滞納繰越分の収納額が軒並み増加

し、昨年度より４６９万円の増額となりましたが、結果として、現年度、過年度を

合わせた収納率は９５.２％と、昨年度より０.３ポイントの減少ということになり

ました。 

 ８２ページの結びの最後の部分を御覧ください。 

 今後の財政運営について考察すると、歳入面では主な自主財源である市税収入の

減少が続く一方で、ふるさと応援寄附金の増加や依存財源である地方交付税の増額

等が見られたものの、引き続き財政見通しは厳しい状況であると思われ、中長期的

な視野に基づく適切かつ効果的な財政運営が肝要であります。 

 一方、歳出面では、老朽化した各公共施設の整備更新事業、地場産業の振興や防

災減災対策の推進、少子高齢化対策に加え、子育て支援施策の拡充等を進める必要

があり、加えて、中部電力尾鷲三田火力発電所跡地の利活用、広域による新たなご

み処理施設、体育文化会館及び中央公民館の整備など大型設備投資、さらには公営

企業会計、特に病院事業会計の繰出金、負担金及び交付金の増額が見込まれ、厳し

い財政運営が予想されます。 

 引き続き歳出削減に努め、確実な償還財源確保に裏づけされた健全な財政運営を

望むところであります。人口減少の進行を食い止めることが困難な中、次世代への

市民にとって負担増となる過剰な設備投資とならないよう、本市を取り巻く社会経

済環境の変化に着実に対応し、かつ、中長期的な視点に立った契約に基づいた一層

の財政健全化に取り組んでいただきたいと考えております。 

 次に、特別会計に移らせていただきます。 
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 ６２ページの上段の表を御覧ください。 

 国民健康保険事業特別会計の決算額は、歳入決算額が２１億２６２万円、歳出決

算額が２０億５,６０６万円で、歳入歳出差引額は４,６５５万円の黒字となってお

ります。 

 また、後期高齢者医療事業特別会計の決算額は、歳入決算額が７億３,８２９万

円、歳出決算額は７億２,８６６万円で、歳入歳出差引額は９６２万円の黒字とな

っております。 

 ８３ページを御覧ください。 

 特別会計に対する意見としましても、令和６年度の予算執行、財産の管理での財

務に関する事務の執行については、おおむね適正に処理されているものと認めます。 

 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業については、今後、高齢化率の上昇に

伴う医療費の増加等により、今後厳しい事業運営が続くものと予想されるところで

ありますが、まず、健康保険事業に関しましては、国保税の税率の税率改正の動向

や制度改正の影響を見極めつつ、医療費の抑制等による財政運営の安定化など、引

き続き事業の抱える諸課題への取組に対し、運営主体である県と協力し、さらなる

強化を図っていただきたいというふうに思っております。 

 次に、後期高齢者医療事業に関しましても、運営主体が広域連合である中で、今

後とも高齢者が安全安心な医療を受けられるよう、市民の理解と協力を得ながら、

引き続き事業の円滑な運営に努められたいというふうに思っております。 

 最後に、８８ページから９３ページまでの令和６年度尾鷲市基金運用状況につい

てでありますが、いずれの基金におきましても適正に運用されていることが認めら

れました。 

 財政調整基金の増加等により基金全体としては増加しておりますが、企業版ふる

さと納税地方創生基金など一部基金においては減少しているものも見受けられます。

それぞれの基金運用につきましては、引き続き安全かつ確実な方法を捉えるととも

に、その運用については、計画的な財政運営につなげるためにも引き続き適正かつ

慎重な取扱いを行っていただくよう希望いたします。 

 以上、一般会計、特別会計についての決算審査意見書の概要について御説明申し

上げました。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 なお、最後に、令和６年度尾鷲市財政健全化及び経営健全化審査意見書等につい

てでありますが、審査の結果といたしましても、審査に付された健全化比率及びそ

の算定基礎となる事項を記載した書類はいずれも適正に作成されており、いずれの
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健全化判断比率につきましても正確であることが認められましたことを御報告いた

します。 

 説明は以上でございました。ありがとうございます。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 決算の詳細につきましては、この後、各担当課から説明がありますが、ただいま

の民部代表監査の総評につきまして、特に御意見、御質疑のある方は御発言をお願

いいたします。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  別段ないようですので、代表監査からの総評を終了いたします。 

 執行部の退席をお願いいたします。ありがとうございました。 

 次は会計管理者からの決算の総括説明になりますが、準備の都合上、しばらくお

待ちいただきたいと思います。 

 それでは、会計管理者から令和６年度の決算の総括及び説明をお願いいたします。 

○小川会計管理者兼会計課長  会計課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、決算総括、一般会計の歳入及び財産に関する調書並びに会計課の歳出

について御説明いたします。 

 まずは、決算参考資料に基づき、決算総括につきまして御説明いたします。 

 決算参考資料の１ページを御覧ください。 

 上の表は、会計別の歳入決算額の令和２年度から令和６年度までの５年間の推移

となります。 

 令和６年度の一般会計の歳入決算額は、表の左上の１２２億９,４８４万２,００

０円で、過去５年間で２番目に多い決算額となっております。 

 また、三つの会計の歳入決算総額は、表の左下の１５１億３,５７５万８,０００

円となりました。 

 下の表は、一般会計の款別歳入決算の過去５年間の推移となります。 

 令和６年度においては、前年度と比較して増加となった主な款は、表の中段の地

方交付税４３億７,５６０万３,０００円、表の下から６段目の寄附金１０億１,９

９１万９,０００円のほか、地方特例交付金、繰入金、市債などとなっております。 

 減少となった主な款では、表の左上の市税の１９億５７万５,０００円のほか、

国庫支出金などとなっております。 

 次のページ、２ページを御覧ください。 

 上の表は、会計別の歳出決算額の令和２年度から令和６年度までの５年間の推移
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となります。 

 一般会計の歳出決算額は、表の左上の１１９億６,６４５万６,０００円で、過去

５年間で２番目に多い決算額となっております。 

 また、三つの会計の歳出決算総額は、表の左下の１４７億５,１１８万４,０００

円となりました。 

 下の表は、一般会計の款別歳出決算の過去５年間の推移となります。 

 令和６年度においては、前年度と比較して増加となった主な款は、表の上から３

段目、総務費の３２億２,５４０万３,０００円、表の下から５段目、教育費の１０

億４,１６１万４,０００円のほか、農林水産業費、消防費となっております。 

 また、減少となった款は、表の上から４段目、民生費の３５億２,６４０万６,０

００円のほか、公債費、商工費、衛生費などとなっております。 

 次のページ、３ページを御覧ください。 

 一般会計経費別歳出決算の推移であります。この表は、歳出を義務的経費、投資

的経費、その他の経費に分け、決算額と構成比を記載しております。 

 令和６年度におきましては、表の一つ目のブロックの義務的経費では、前年度に

比べると人件費が増加していますが、物価高騰対策生活支援給付金の減少などによ

り、扶助費の減少や公債費の減少により、合計額は前年度よりも減少し、小計欄の

４６億５,７７５万９,０００円で、構成比は３８.９％となっております。 

 表の二つ目のブロックの投資的経費では、前年度に比べると、多目的スポーツフ

ィールド整備事業などにより普通建設事業費が増加しており、合計額は前年度より

も増加し、小計欄の８億６,７０３万９,０００円で、構成比は７.２％となってお

ります。 

 表の三つ目のブロック、その他の経費では、前年度に比べると、主に水道事業会

計負担金の増加などにより、補助費等の増加や国市浜公園整備等基金積立金などに

よる積立金が増加しており、合計額は前年度よりも増加し、小計欄の６４億４,１

６５万８,０００円となっております。 

 ５ページを御覧ください。 

 この表は、平成２２年度から過去１５年間の一般会計における自主依存財源の推

移を記載したものです。 

 表の左上の欄を御覧ください。令和６年度の自主財源の構成比は３８.７％で、

前年度比２.０ポイントの増加、また、表の二つ目のブロックを御覧ください。依

存財源の構成比は６１.３％で、前年度比で２.０ポイントの減少となっております。 
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 次の６ページから９ページにかけましては、平成２９年度からの市税の推移を記

載しております。 

 市税の収入済額につきましては、令和６年度では、軽自動車税は増加となりまし

たが、市民税、固定資産税、市たばこ税、都市計画税では減少となっており、市税

全体では減少傾向が続いております。 

 次の１０ページから１３ページにかけましては、国民健康保険税の推移及び後期

高齢者医療保険料の推移を記載しております。この二つの特別会計の決算につきま

しては、市民サービス課及び税務課から説明させていただきますので、省略させて

いただきます。 

 １４ページを御覧ください。 

 １４ページから１７ページまでの上段の表は、会計年度任用職員以外の職員分の

給与費等の推移であります。 

 令和６年度では、退職手当を除いた給与費等が前年度より６,２３２万３,０００

円の増加で、表の合計欄を御覧ください。１３億２,６６１万２,０００円となって

おります。 

 １８ページを御覧ください。 

 １８、１９ページでは、会計年度任用職員分の給与費等の推移であります。 

 令和６年度では、前年度より３,１７０万円の増加で、表の総計を御覧ください。

３億１,１２５万１,０００円となっております。 

 なお、これら職員の人件費につきましては、後ほど総務課より説明させていただ

きます。 

 ２２ページを御覧ください。 

 ２２ページは需用費の推移で、一般会計、特別会計の科目別細節別集計表であり

ます。 

 表の下から３段目の一番右を御覧ください。一般会計、特別会計の需用費の総合

計は３億５,３０４万１,０００円で、前年度との比較は１,５８８万６,０００円の

増加となっており、その主な理由は、消耗品費及び光熱水費などの増加であります。 

 次のページ、２３ページを御覧ください。 

 基金の推移であります。 

 上の表の合計欄を御覧ください。令和６年度の基金合計額は４３億４,８０９万

５,７１７円で、前年度との比較は５億８,８２６万４,９５６円の増加となってお

ります。 
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 次のページ、２４ページを御覧ください。 

 一般会計、市債の状況であります。この表は、平成２２年度からの市債の推移で

ございます。 

 令和６年度に起債として借り入れた金額は、上から５段目の起債額の欄のとおり、

４億９,３３０万円となっております。 

 また、償還元金は、その下の９億４,９９９万２,８２９円、償還利子は、その下

の２,６９６万３,２５８円で、公債費支出合計は最下段の９億７,６９５万６,０８

７円となっております。 

 この結果、市債年度末残高は、上から２段目の欄、７８億８,３２７万３,６７４

円となり、その下の欄、対前年度比増減額は４億５,６６９万２,８２９円の減少と

なっております。 

 次のページ、２５ページを御覧ください。 

 令和６年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられている社会保障４

経費、その他の社会保障施策に要した経費で、事業別の経費とその財源内訳となり

ます。 

 次のページ、２６ページを御覧ください。 

 令和６年度都市計画税の充当状況についての資料で、事業別の経費とその財源内

訳となります。 

 次のページ、２７ページを御覧ください。 

 令和６年度森林環境譲与税の充当状況についての資料で、事業別の経費とその財

源内訳となります。 

 これら３ページにつきましては、後ほど、財政課及び水産農林課から説明させて

いただきます。 

 以上、参考資料に基づく総括説明でございました。 

 続きまして、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」のうち、一般会計の歳入と財産に関する調書を説明させていただきます。 

 なお、会計課からは、一般会計の歳入及び財産に関する調書における全体的な説

明をさせていただき、その詳細や歳出の内容等につきましては、各所属から説明を

行います。 

 また、特別会計につきましては、市民サービス課及び税務課から説明させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、行政常任委員会資料の１ページを御覧ください。 
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 この表は、歳出決算及び財産に関する調書に対し、担当課及び決算書の該当ペー

ジを表したものでございます。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 これは、先ほどの資料１を基に所属別に並べ替えたものでございます。 

 次に、３ページを御覧ください。 

 ３ページは、２款総務費、１項総務管理費の１目一般管理費と１４目諸費につい

ては、複数の所属が重複しているため、各所属別の決算額を表にしたものでござい

ます。これら資料１から３につきましては、各課の決算説明時に参考として御利用

ください。 

 それでは、歳入全般につきまして、決算書にて主なものを御説明いたします。 

 決算書の１４、１５ページを御覧ください。 

 令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算事項別明細書を御覧ください。 

 まず、１款市税は、調定額１９億９,４４１万４,５８７円に対し、収入済額は１

９億５７万４,９７９円、不納欠損額は２９２万８,１７１円、収入未済額は９,０

９１万１,４３７円であります。 

 市税の詳細につきましては、後ほど税務課より説明させていただきます。 

 次に、２６、２７ページを御覧ください。 

 ２款地方譲与税の収入済額は、９,７４０万５,０００円であります。３款利子割

交付金の収入済額は８８万５,０００円、４款配当割交付金の収入済額は２,０７５

万３,０００円であります。５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額は、２,８７４

万４,０００円であります。 

 次のページ、２８、２９ページを御覧ください。 

 ６款法人事業税交付金の収入済額は４,９４８万円、７款地方消費税交付金の収

入済額は４億２,０６３万４,０００円、８款環境性能割交付金の収入済額は８５９

万７,０００円、９款地方特例交付金の収入済額は６,７０６万２,０００円であり

ます。 

 次のページ、３０、３１ページをお願いします。 

 １０款地方交付税の収入済額は４３億７,５６０万３,０００円、１１款交通安全

対策特別交付金の収入済額は１０２万円であります。１２款分担金及び負担金につ

きましては、収入済額１億１,８２２万６,２３６円、収入未済額は１６０万２,９

００円であります。 

 主な内訳について説明させていただきます。 
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 まず、１項負担金、１目民生費負担金の収入済額が４,８７５万８,７８６円、収

入未済額が１６０万２,９００円であります。 

 次のページ、３２、３３ページをお願いします。 

 収入済額の主なものは、３節老人福祉費負担金の備考欄、老人ホーム入所者負担

金１,６２６万９,６２５円、４節児童福祉費負担金の備考欄、保育所入所保護者負

担金現年度分１,８９１万７,０００円であります。 

 また、収入未済額１６０万２,９００円は、保育所入所保護者負担金であります。 

 次に、３目教育費負担金の収入済額は６,６３５万９,９２０円であります。収入

済額の主なものは、２節保育体育費負担金の備考欄、市営野球場解体工事負担金６,

６０７万１,５００円であります。 

 次に、１３款使用料及び手数料の収入済額は１億７４２万８,８１７円、不納欠

損額は２万３,１００円、収入未済額は９４４万５,５０９円であります。 

 主な内訳について説明させていただきます。 

 まず、１項使用料の収入済額が３,４９６万９,２０９円、収入未済額は８８４万

９,２００円であります。 

 次のページ、３４、３５ページをお願いします。 

 収入済額の主なものは、３目衛生使用料が４４４万８,２７３円であります。そ

の主な内訳は、２節環境衛生使用料のうち、備考欄の斎場使用料３３３万２,３０

０円であります。 

 次に、４目農林水産業使用料が５０５万２,７００円であります。その主な内訳

は、２節水産業使用料の備考欄、深層水使用料４１０万３,１７０円であります。 

 次に、６目土木使用料が２,１１０万７６４円で、収入未済額は８８４万９,２０

０円であります。収入済額の主なものは、２節道路橋梁使用料７４２万５,１１６

円、５節住宅使用料１,２８０万５,１００円で、収入未済額は全て市営住宅使用料

であります。 

 次に、７目教育使用料が２６９万４,０６８円で、次のページ、３６、３７ペー

ジをお願いします。収入済額の内訳は、備考欄のとおりであります。 

 続きまして、２項手数料の収入済額は７,２４５万９,６０８円、不納欠損額は２

万３,１００円、収入未済額は５９万６,３０９円であります。収入済額の主なもの

は、まず、１目総務手数料が６２０万８,２３０円で、その主な内訳は、１節総務

手数料の備考欄、戸籍手数料、住民票手数料であります。 

 次に、２目衛生手数料が６,６２５万１,３７８円、不納欠損額は２万３,１００
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円、収入未済額は５９万６,３０９円であります。不納欠損額は、し尿処理手数料

過年度分で、収入未済額は、し尿処理手数料及び塵芥収集手数料であります。 

 また、収入済額の主なものは、１節清掃工場持込み処理手数料１,４０２万５０

０円、２節し尿処理手数料２,９５４万８,３００円、６節塵芥収集手数料２,２０

２万３８円であります。 

 次のページ、３８、３９ページをお願いします。 

 次に、１４款国庫支出金の収入済額は１３億７,８４２万２,２２９円であります。 

 主な内訳について説明させていただきます。 

 まず、１項国庫負担金の収入済額は８億９,１８３万２,７６７円であります。そ

の内訳は、１目民生費国庫負担金、１節社会福祉費負担金が２億８,２０５万１,５

５４円、２節児童福祉費負担金が３億７,７２２万１,６８２円、３節生活保護費負

担金が２億３,１６６万３３７円であります。 

 次のページ、４０、４１ページをお願いします。 

 続きまして、２項国庫補助金の収入済額は４億８,２３３万３,９２２円でありま

す。その内訳は、まず、１目総務費国庫補助金、１節総務費補助金が２億９,５４

１万４２２円で、主なものは、備考欄の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

２億５,７０２万１,０００円であります。 

 続いて、２目民生費国庫補助金が４,８５８万４,０００円で、その主な内訳は、

２節児童福祉費補助金が４,２０９万８,０００円。その主なものは、備考欄の子ど

も・子育て支援交付金１,２１２万円、就学前教育保育施設整備交付金１,７０８万

５,０００円であります。 

 次のページ、４２、４３ページをお願いします。 

 次に、４目土木費国庫補助金が３,４７９万４,０００円で、その主な内訳は、１

節道路橋梁費補助金が３,３３８万２,０００円であります。 

 次に、５目教育費国庫補助金が１億５７万４,５００円で、その主な内訳は、１

節教育費補助金の備考欄、社会資本整備総合交付金６,５１３万円、繰越明許費分

２,８８７万２,５００円であり、これは、国市浜公園整備に係る国からの交付金で

あります。 

 次に、３項委託金の収入済額は４２５万５,５４０円であります。 

 次のページ、４４、４５ページをお願いします。 

 主なものとしましては、２目民生費委託金、１節社会福祉費委託金３８８万５,

８６２円のうち、備考欄の基礎年金事務費交付金３７７万２,８０２円であります。 
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 次に、１５款県支出金の収入済額は５億９,９７８万９,５６５円であります。 

 主な内訳につきまして説明させていただきます。 

 まず、１項県負担金は３億９,３０８万７,０７９円であります。その主な内訳は、

２目民生費県負担金は３億９,１８７万５,０７９円で、１節社会福祉費負担金が２

億６,８７３万３,６９０円であります。その主なものは、備考欄の国保基盤安定負

担金６,５２２万９,８２０円、三重県障害者自立支援給付費等負担金１億２,１２

２万５,５００円、後期高齢者基盤安定負担金８,０３０万４,１２０円であります。 

 次に、２節児童福祉費負担金は１億１,８１８万４,１５１円で、主なものは、備

考欄の施設型給付費地域型保育給付費県負担金９,７０１万３７４円であります。 

 次のページ、４６、４７ページをお願いします。 

 次に、２項県補助金は、１億６,０５４万１,９００円であります。その主な内訳

は、２目民生費県補助金が８,６６３万５,１５７円で、１節社会福祉費補助金が４,

３７１万５,８４２円で、主なものは、備考欄の心身障害者医療費補助金２,９７３

万４８９円、子ども医療費補助金１,１７４万８,３５３円であります。 

 また、２節児童福祉費補助金が３,９０７万６,３１５円で、主なものは、備考欄

の地域子ども・子育て支援事業費補助金１,１６０万２,０００円、三重子ども・子

育て応援総合補助金１,７３９万２,０００円であります。 

 次のページ、４８、４９ページをお願いします。 

 次に、４目農林水産業費県補助金が５,４０６万３,４６８円であります。その内

訳は、１節農業費補助金が１,０６１万３０６円で、主なものは、備考欄のみどり

の食料システム戦略緊急対策交付金４８８万３,４９０円であります。 

 次に、林業費補助金が２,１４５万３,１６２円、３節水産業費補助金が２,２０

０万円であります。 

 次に、６目土木費補助金が５７５万７,２００円で、主なものは、１節土木費補

助金、次のページ、５０、５１ページをお願いします。備考欄の地籍調査補助金４

６８万円であります。 

 次に、３項委託金は４,６１６万５８６円であります。主なものは、１目総務費

委託金３,９１３万３,４５３円のうち、２節徴税費委託金２,３４９万２,９４９円、

３節選挙費委託金１,３８３万４,３３５円です。 

 また、２目商工費委託金から次のページ、５２、５３ページの５目教育費委託金

の内訳につきましては、備考欄のとおりであります。 

 続きまして、１６款財産収入は、収入済額２,０５９万４,１４３円であります。
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主な内訳について説明させていただきます。 

 まず、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、１節土地建物貸付収入は、収入済

額が１,４３５万４,７４２円であります。その内訳は、備考欄の管財関係土地貸付

料、農林関係土地貸付料及び教員住宅貸付料であります。 

 次に、２目１節配当金は、ＺＴＶ出資金配当金の９,０００円であります。 

 次に、３目１節基金運用収入は４９万１,９４４円で、基金運用に係る定期預金

利息などでございます。 

 次に、２項財産売払収入５７３万８,４５７円は、備考欄の流木売払収入及びＪ

クレジット収入であります。 

 続きまして、１７款寄附金の収入済額は１０億１,９９１万９,４１６円でありま

す。１項寄附金の主なものは、まず、１目総務費寄附金が５億６,２６８万５,６１

６円で、主なものは、備考欄のふるさと応援寄附金５億６,１５５万６６０円であ

ります。 

 次のページ、５４、５５ページをお願いします。 

 次に、２目教育費寄附金が４億３０万円で、主なものは、２節保育体育費寄附金、

備考欄の国市浜公園整備等事業寄附金４億円であります。 

 次に、４目農林水産業費寄附金が５,０８９万円で、主なものは、１節林業費寄

附金で、備考欄の一般財団法人尾鷲みどりの協会からの林業振興事業寄附金２,２

３０万円及び地方創生応援寄附金２,８０９万円であります。 

 次に、５目商工費寄附金５００万円は、１節観光費寄附金、備考欄の地方創生応

援寄附金であります。 

 続きまして、１８款繰入金の収入済額は９億８,６１２万１,６７８円で、１項基

金繰入金の主なものは、１目財政調整基金繰入金の５億４,５４６万５,０００円。 

 次のページ、５６、５７ページをお願いします。 

 中段にあります７目ふるさと応援基金繰入金３億５,４４２万１,０００円であり

ます。 

 次に、２項特別会計繰入金は、特別会計の前年度精算によるもので、次のページ、

５８、５９ページをお願いします。 

 １目国民健康保険事業会計繰入金が２１５万４,２４４円、２目１節後期高齢者

医療事業会計繰入金が２,４１７万８,４３４円であります。 

 続きまして、１９款繰越金の収入済額は３億９,２４１万４,９３０円で、これは、

繰越明許費を含めた前年度からの繰越金でございます。 
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 続きまして、２０款諸収入の収入済額は２億７８６万７,４２７円、収入未済額

は１,５４１万１,７８６円であります。 

 諸収入の内訳につきまして、項別に説明いたします。 

 まず、１項延滞金加算金及び過料の収入済額３７１万９,３２１円は、諸税滞納

延滞金であります。 

 次に、２項市預金利子の収入済額３万１,４７６円は、歳計一時預り金利子であ

ります。 

 次に、３項貸付金元利収入の収入済額は２９８万２,５００円、収入未済額は１

９万６,０５２円であります。 

 次のページ、６０、６１ページをお願いします。 

 収入済額は、２節奨学資金貸付金元利収入としての返還金であります。また、収

入未済額の内訳は、奨学資金貸付金返済金が３万７,５００円。 

 前のページ、５８、５９ページにお戻りください。 

 災害援護資金貸付金返還金が１５万８,５５２円であります。 

 もう一度、次のページ、６０、６１ページにお戻りください。 

 次に、４項受託事業収入、１目民生費受託事業収入、１節地域支援事業費受託事

業収入の収入済額は、５,９１２万６,４５０円であります。 

 次に、５項１目雑入の収入済額は１億４,２００万７,６８０円で、収入未済額は

１,５２１万５,７３４円であります。 

 雑入につきましては多項目にわたりますので、主なものを説明させていただきま

す。 

 まず、２節総務費雑入の主なものは、備考欄のシステム利用負担金６９４万円で、

これは、総合住民情報システムを利用している各会計からの利用負担金でございま

す。 

 次のページ、６２、６３ページを御覧ください。 

 備考欄のデジタル基盤改革支援補助金３,５８１万２,０００円、これは、国が進

めているシステムの標準化等の経費に対する補助金でございます。 

 次に、３節民生費雑入の主なものは、備考欄の紀北広域連合負担金前年度精算金

２,０８６万５,１７４円でございます。 

 また、収入未済額１,５２１万５,７３４円は、主に生活保護法による返還金であ

ります。 

 次に、４節衛生費雑入の主なものは、備考欄の新型コロナ定期接種ワクチン確保
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事業助成金５１７万９,２００円でございます。 

 次のページ、６４、６５ページをお願いします。 

 ７節消防費雑入の主なものは、備考欄の消防団員退職報償金収入５７０万５,０

００円でございます。 

 次に、９節農林水産業費雑入の主なものは、流木伐採補償料１,７７４万７,６４

０円でございます。 

 雑入については、以上となります。 

 続きまして、２１款市債に移らせていただきます。 

 市債の収入済額は、４億９,３３０万円であります。 

 主なものとしましては、まず、１目総務債は１,５６０万円で、主なものは、１

節公共施設除却事業債９００万円であります。 

 次に、２目民生債は２,７２０万円で、主なものは、次のページ、６６、６７ペ

ージを御覧ください。３節保育所施設整備事業債１,５４０万円であります。 

 次に、３目衛生債は６,９９０万円で、主なものは、３節斎場整備事業債２,９４

０万円であります。 

 次に、４目農林水産業債は３,９９０万円で、主なものは、２節水産基盤整備事

業府債２,２３０万円であります。 

 次に、５目土木債は１億３７０万円で、主なものは、２節道路整備事業債２,８

６０万円、４節都市計画事業債３,４６０万円であります。 

 次に、６目消防債９８０万円は、次のページ、６８、６９ページをお願いします。

１節消防団設備等整備事業債であります。 

 次に、７目教育債は２億７１０万円で、主なものは、４節多目的スポーツフィー

ルド整備事業債１億７,０８０万円であります。 

 次に、８目臨時財政対策債は１,４９０万円であります。 

 次に、９目商工債５２０万円は、１節観光施設整備事業債であります。 

 以上、歳入合計は６８ページの最下段の予算現額１２７億７,６６３万７,０００

円、調定額１２４億１,５１６万５,３２３円、収入済額１２２億９,４８４万２,４

２０円、不納欠損額２９５万１,２７１円、収入未済額１億１,７３７万１,６３２

円となりました。 

 以上、一般会計の歳入の説明でございました。 

 続きまして、２９０、２９１ページをお願いします。 

 財産に関する調書でございます。 
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 １、公有財産の（１）土地及び建物についての総括表を御覧ください。 

 ２９０ページの表は、土地についての表となっております。増減があったものと

して、中段にあります公共用財産その他１,５５６平米の減少は、津波避難タワー

建設に係る旧矢浜保育園敷地の所管替え、旧中京銀行敷地の新規取得、坂場墓地敷

地の寄附に加えて、矢浜保育園等の敷地の所管替えによるものでございます。 

 また、その下の宅地２,５９０平米の増加は、津波避難タワー建設に係る旧矢浜

保育園の敷地の所管替え及び矢浜保育園等の敷地の所管替えによるものでございま

す。 

 以上、土地につきましては、合計で１,０３４平米の増加となりました。 

 次に、２９１ページです。 

 こちらは、建物についての表となります。大きく分けて、左３列が木造、真ん中

３列が非木造、そして、右の３列が合計となっております。 

 まず、左３列の木造についてです。中段、公共用財産その他２,３２０平米の減

少は、小原野墓地のトイレと東屋の新築に加え、矢浜保育園等の建物の所管替えに

よるものです。 

 次に、下から２段目、木造建物２,３４１平米の増加につきましては、矢浜保育

園等の建物の所管替えによるものです。 

 続きまして、真ん中の非木造についてです。上から４段目、公共用財産学校の１

６４平米の減少は、元古江小学校及び元九鬼中学校の教員住宅の取壊しによるもの

です。 

 その下の公共用財産その他の８３３平米の増加は、津波避難タワー建設に係る旧

中京銀行建物の取得、旧矢浜保育園建物の所管替えに加えて、市営野球場管理棟の

取壊しによるものです。 

 下から２段目、建物の５１０平米の減少は、津波避難タワー建設に係る旧矢浜保

育園建物の所管替えに加えて、元三木小学校教員住宅の取壊しによるものです。 

 以上、建物については、合計で１８０平米の増加となりました。 

 次のページ、２９２、２９３ページを御覧ください。 

 （２）山林（市有林）、下段の（３）有価証券につきましては、増減はございま

せんでした。 

 次のページ、２９４、２９５ページを御覧ください。 

 （４）出資による権利でございます。 

 表の中段に記載の公益社団法人三重県緑化推進協会出捐金が２万４,９８８円の
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減、三重県農林漁業後継者育成基金出捐金が３５万５,０００円の減、公益財団法

人尾鷲文化振興会出捐金が２３２万７,１１４円の減、これにより、決算年度末現

在高は１億５,６５０万４４９円となりました。 

 次のページ、２９６、２９７ページを御覧ください。 

 ２、物品ですが、小型乗用自動車が１台、普通特殊自動車が１台、軽乗用自動車

が１台、原動機付自転車２台がそれぞれ減少し、軽特殊自動車が２台増加となった

ことから、車両の決算年度末現在高は、３台減少の１０１台及び和船１隻となりま

した。 

 続きまして、３の債権は、奨学資金貸付金が２６万５,０００円減少し、決算年

度末現在高が２,２４５万円、市民税特別徴収翌年度徴収金が３,８００円減少し、

８,３６９万５,９００円となりました。これにより、債権の決算年度末現在高は１

億６１４万５,９００円となりました。 

 次のページ、２９８、２９９ページを御覧ください。 

 ４、基金でございます。令和６年度の基金の状況につきましては、基金の決算年

度中増減高は、２９９ページの最下段、５億８,８２６万４,９５６円の増加で、決

算年度末現在高は４３億４,８０９万５,７１７円となりました。 

 以上で、財産に関する調書の説明とさせていただきます。 

 続きまして、決算の認定についてのうち、会計課の歳出につきましても、引き続

き御説明させていただきます。 

 決算書の７６、７７ページを御覧ください。 

 一般会計歳出、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、予算現額１０億

１０３万７,０００円に対しまして、支出済額９億７,１４９万５,５０５円、不用

額２,９５４万１,４９５円でございます。 

 この一般管理費に係る予算につきましては、複数の課にまたがっていることから、

会計課の歳出分のみ資料としてまとめましたので、資料に基づき説明させていただ

きます。 

 委員会資料の４ページを御覧ください。 

 資料４でございますが、表内の括弧書きにつきましては、ほかの課も含めた総額

を記載しております。 

 まず、２款総務費における会計課分の支出済額合計は、表の下から４段目の３９

５万２,７９４円であります。 

 主なもののみ説明させていただきます。 



－１８－ 

 まず、１０節需用費は、会計課所管分としまして、支出済額が９１万２,７５３

円、不用額が２３万４,２４７円であります。支出の主な内訳は、印刷製本費が６

３万５,５２５円で、市役所名入りの封筒と各種帳票類の印刷代であります。 

 続きまして、１１節役務費は、支出済額が２９４万８,８１４円、不用額が１３

９万５,１８６円であります。支出の主な内訳は、手数料が２２８万７,３８８円で、

これは、金融機関に対する窓口収納手数料及び振込等手数料であります。 

 また、不用額の主な理由につきましては、金融機関窓口での収入収納件数及び市

からの振込件数が見込みを下回ったことによるものでございます。 

 次に、１１款公債費、１項公債費、２目利子、２２節償還金利子及び割引料でご

ざいます。この中で、会計課所管分につきましては、一時借入金の支払利息として

４１万１,０００円を計上しておりましたが、予算執行はありませんでした。 

 会計課所管分の決算につきましては、以上でございます。御審議いただき御承認

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 会計課の決算に基づく説明は以上でございます。 

 特にただいまの説明で、御意見、御質疑のある方は御発言をお願いいたします。 

○仲委員  最後の役務費の公金振込等手数料１６１万３,７７９円という執行額な

んですけど、これについて、公金振込１件、今幾らで扱う。 

○小川会計管理者兼会計課長  ３３円掛ける１.１で３６.３、公金振込。 

 それは、すみません、公金の窓口収納のほうです、３３円掛けるというのは。公

金振込のほうはパターンによっていろいろ違うんです。今、百五さんが指定金融機

関なんですけれども、百五さん同士のデータのやり取りでしたら３８円掛ける１.

１です。ほかの銀行さんになってしまうと、百五さんからほかの銀行さんへ振り込

むという形になってしまうと、１件１００円掛ける１.１。 

○仲委員  公金振込手数料が主な不用額の、言ったら、当初比較すると１１０万

ぐらいの不用額になっているけど、今、値段を聞いたのは、今回百五銀行になった

ということで、前回と比較して、銀行が変われば、取扱銀行が変われば振込手数料

が若干変わると。公金振込手数料が１００万余るということは、２分の１ぐらいで

済んでおるんだね。そういう意味になっていますか。 

○小川会計管理者兼会計課長  公金振込につきましては、令和６年度の１０月か

ら県内で徴収される、支払いするようになった形なんですけど、見込みが、例えば

１件の支払い先への振込が何件かあった場合、１日のそこへ振り込む件数は１回分
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としてカウントしていただけるとか、そういう形で、うちのほうもなるべく支払い

の手数料を抑えるように工夫しながら事務処理を少しずつ変えていった結果、不用

の額が増えてきたというような。 

○仲委員  不用額が残ったものでどうこうということじゃないんですけど、そう

いう努力があって不用額になったということなんですけど、指定金融機関の金融機

関の違いによって、契約もあると思うんですけど、手数料の在り方が違うというの

はちょっとまずいんじゃないかと思うので、そこら辺は今回答いただいていないけ

ど、統一したものであるというふうに考えてよろしいですか。 

○小川会計管理者兼会計課長  この手数料を決めるときには、県内の各市で集ま

って話をして、三重県も入ってもらっての金額調整となっています。なので、例え

ば今百五さんが指定金融機関であってこのような手数料の設定ということで、次、

金融機関さんが変わったときにこの金額でというところでは考えてはいるんですけ

ど。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようでしたら、会計課の決算の審査を終了いたします。ありが

とうございました。 

 続いて、総務課に入っていただきます。ここで１０分間休憩します。 

（休憩 午前１１時０３分） 

 

（再開 午前１１時１１分） 

○南委員長  それでは、休憩前に引き続き、委員会を続行いたします。 

 それでは、総務課の所管の決算説明をお願いいたします。 

○森本総務課長  総務課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」のうち、総務課関係につきまして、令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算書

及び行政常任委員会資料に基づき御説明いたします。 

 歳入につきましては、会計管理者から御説明申し上げておりますので、歳出につ

いて御説明いたします。 

 まず、職員人件費について、一括して説明いたします。 

 職員人件費は、決算書においてそれぞれの科目に計上しており、多岐にわたって
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おりますので、行政常任委員会資料、こちらをもって説明させていただきます。資

料の１ページのほうを御覧ください。 

 こちらは、令和６年度会計年度任用職員を除く職員分の給与等科目別集計表であ

ります。各款ごとの給料等の人件費を集計したもので、表中段の一般会計の計は１

７２名分で、給料が６億７,９９１万１,７０８円、職員手当等が４億８,６０４万

１,２９５円、共済費が２億６３７万３,４８０円で、合わせて１３億７,２３２万

６,４８３円となり、前年度と比較いたしまして７,７２０万６,８７５円の増額と

なりました。 

 下段の特別会計は７名分で、給料が２,６１５万４,８００円、職員手当等が１,

３０３万５,２２０円、共済費が７８４万１,４７５円で、合わせて４,７０３万１,

４９５円となり、前年度と比較して４４７万５,８６４円の増額となりました。 

 最下段の一般会計及び特別会計の決算額合計は１４億１,９３５万７,９７８円で、

前年度と比較して８,１６８万２,７３９円の増額となりました。主な増額の要因で

ございますが、人事院勧告に伴う給料のベースアップによるものであります。 

 ２ページのほうを御覧ください。 

 次に、令和６年度会計年度任用職員の給与等科目別集計表であります。議会費か

ら教育費までの報酬等の決算額合計は１６６名分で２億６,８８７万７,２３０円。

前年度と比較して２,８３２万４,７５９円の増額。同じく共済費は４,２３７万３,

５８５円で、前年度と比較して３３７万６,０７０円の増額であります。主な増額

の要因は、職員と同じく人事院勧告に伴う給料のベースアップによるものでありま

す。 

 職員人件費については、以上でございます。 

 次に、３ページのほうを御覧ください。 

 こちら、総務課に係る職員人件費以外の歳出についての説明でございます。 

 決算書の７６ページ以降の１目一般管理費のほうでございますが、総務課以外に、

政策調整課、会計課、財政課の予算も混在しておりまして、この明細書は、上段の

括弧書きは決算書にて記載の額、下段は総務課に係る決算額であります。 

 ２款総務費、１目総務管理費、１目一般管理費のうち、総務課分は予算現額５億

６,９２７万８,０００円に対し、支出済額は５億５,８８１万３,６３３円、不用額

は１,０４６万４,３６７円であります。１節報酬から４節調査費までは、先ほど説

明いたしました人件費にかかる経費が主なものであります。 

 次に、７節報償費２４８万８,３９０円の支出は、市制７０周年記念式典関連報
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償費１９５万８,３９０円が主なものであります。 

 ８節旅費９７万８,２６０円の支出は、普通旅費として能登半島地震への派遣職

員旅費、会計年度任用職員費用弁償が主なものでございます。 

 不用額１２７万６,７４０円は、人事管理経費旅費７５万２,６２０円、情報公開

及び個人情報保護審査会委員会費用弁償が３０万４,２２０円の不用額及びいじめ

問題審査会８万３,０００円の不執行が主なものであります。 

 １０節需用費でございますが、１,８８２万９２８円の支出は、消耗品が２６９

万７,９０７円、公用車ガソリン代等の燃料費が３８３万７,５６９円、庁舎電気水

道光熱費が９１０万７,２４０円、修繕料２７４万７,８９２円は、公用車のタイヤ

交換といった修繕料、庁舎修繕料が主なものであります。 

 不用額の１４３万９,０７２円のうち、主なものとしまして、見込みを下回った

庁舎電気料金の光熱費８８万２,７６０円が主なものでございます。 

 １１節役務費５７３万１,６７５円の支出は、電話、郵送料の通信運搬費３４２

万４,１８６円、浄化槽保守点検等手数料１８０万４,８００円が主なものでありま

す。 

 ４ページのほうを御覧ください。 

 １２節委託料３,１２３万５,５７２円の支出は、公用車集中管理業務委託料１,

２５２万８,５６６円、市庁舎警備業務委託料８０６万６,３００円、条規類集デー

タベースの業務委託料３１０万６,４００円、文書管理システム運用保守業務委託

料２６１万３,６００円、職員健康診断委託料１２８万３,００６円が主なものとな

っております。 

 不用額の１４１万１,４２８円につきましては、公用車管理業務委託、こちらの

ほうの運転手の時間外勤務が見込みを下回ったことが主なものでございます。 

 １３節使用料及び賃借料１,２７３万４,０５２円の支出は、電話機等通信機器ほ

か機器借上料４３５万２,７００円、有料道路通行料２１２万７,８７３円、人事給

与システム利用料１９６万６,８００円が主なものであります。 

 不用額の５２万４,９４８円につきましては、公舎借上料及び有料道路通行料が

見込みを下回ったことが主なものであります。 

 １４節工事請負費１６２万８,０００円の支出は、庁内空調設備１台の故障によ

り改修したものであります。 

 １７節備品購入費１８１万７,２００円の支出は、軽貨物車１台の購入が主なも

のであります。 
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 次に、資料の６ページのほうを御覧ください。 

 尾鷲市公平委員会に係る決算について説明いたします。 

 ８目公平委員会会費につきましては、決算予算現額１４万９,０００円に対し、

支出済額６万１,２００円であります。不用額は８万７,８００円となっております。 

 １節報酬１万９,８００円は、委員３名に対する報酬で、発生する旅費８,６００

円は、全国公平委員会連合会東海支部総会及び事務研修会参加のための旅費であり

ます。 

 １８節負担金、補助金及び交付金３万２,８００円は、全国公平委員会連合会負

担金等であります。 

 次に、尾鷲市選挙管理委員会の決算について説明いたします。 

 １目選挙管理委員会会費につきましては、予算現額９９万１,０００円、支出済

額は９７万９,１７６円であります。 

 １節報酬６３万８,０００円は、委員４名に対する報酬であります。 

 ８節旅費２万３,２００円は、全国選挙管理委員会連合会東海支部の総会に出席

したものであります。 

 １０節需用費１９万６,４３４円は、書籍購入ほか追録代等の消耗品でございま

す。 

 １１節役務費７,８４２円は郵送料でございます。 

 １８節負担金、補助及び交付金１１万３,７００円の支出につきましては、全国

市区選挙管理委員会連合会東海支部出席者負担金８万５,０００円が主なものであ

ります。 

 ７ページを御覧ください。 

 こちら、令和６年度に執行されました選挙費であります。 

 令和６年８月１１日執行の尾鷲市議会議員補欠選挙につきましては、予算現額１,

０９１万７,０００円に対し、支出済額１,０９０万８,００８円で、内訳といたし

まして、記載のとおりでございます。 

 主なものといたしましては、期日前投票管理者立会人報酬等１０４万３,７２９

円、投票従事職員時間外勤務手当３４７万９,５３４円、選挙運動用ポスター作成

交付金等１７６万３６５円です。 

 次に、令和６年１０月２６日執行の衆議院議員総選挙につきましては、予算現額

１,３８４万２,０００円に対し、支出済額１,３８３万４,３３５円で、内訳といた

しまして、記載のとおりでございます。 
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 主なものといたしまして、投票従事職員時間外勤務手当が４３９万１４円、投票

用紙等専用計数機点検料、通信運搬費等の役務費が１９６万５,８９６円、最高裁

国民審査投票読取集計機の備品購入２０９万円でございます。 

 また、資料の５ページのほうには、情報公開審査会、個人情報保護審査会関係等

の資料を記載しておりますので、後ほど御参照のほど、お願いいたします。 

 以上で総務課に係る決算の説明とさせていただきます。御審査賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○南委員長  説明は以上です。 

 御質疑のある方は御発言をお願いいたします。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、総務課の決算の認定の審査を終了いたします。

ありがとうございました。 

 続きまして、議会事務局ですか。議会事務局、お願いします。 

○高芝議会事務局長  議会事務局です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」のうち、議会費に係る決算について説明させていただきます。 

 決算書の７４、７５ページのほうをお願いします。 

 まず、歳出の第１款第１項第１目議会費につきましては、予算現額９,４７７万

６,０００円に対し、支出済額は８,２３４万７,８３６円、不用額は１,２４２万８,

１６４円でございます。 

 なお、議会費の令和６年度の執行率は８６.８％、一般会計における構成比は０.

７％となっております。 

 それでは、節ごとに主なものを説明させていただきます。 

 まず、第１節報酬支出済額３,４２７万５５８円は、議員報酬及び会計年度任用

職員報酬でございます。 

 ２節給料１,２５７万９,９００円。こちらにつきましては、事務局職員３名分の

給料でございます。 

 ３節職員手当等１,６６９万２,７５０円は、事務局職員の各種手当及び議員期末

手当でございます。 

 次に、４節共済費１,４３０万６,１７５円は、議員及び事務局職員それぞれの共

済組合負担金などでございます。 

 次に、８節旅費１９万７,７６０円は、御覧のとおりでございます。 
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 次に、９節交際費１１万３,３８０円は、議長交際費に係る支出でございます。 

 １０節需用費６９万５,００５円。こちらにつきましては、消耗品費６６万１,９

４９円が主なもので、法令集等の追録加除、新聞購読料、コピー用紙代などでござ

います。 

 次に、１１節役務費１７万２,７４８円は、郵送料などの通信運搬費、地元新聞

などへの各種広告料及び議場の名札書換え手数料でございます。 

 １２節委託料９０万９００円は、会議録反訳に係る委託料でございます。 

 次に、１３節使用料及び賃借料２０１万１,８７７円につきましては、回線使用

料８９万７,７７４円、議会中継用のインターネット回線使用料が５１万４,８００

円、ペーパーレス会議システム利用料９９万円が主なものでございます。 

 次に、１８節負担金、補助及び交付金は４０万６,７８３円で、全国市議会議長

会負担金３０万６,０００円以下、中南勢都市議会議長会負担金２万４,０００円ま

で、記載のとおりでございます。 

 以上、令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算のうち、議会費に係る説明とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○南委員長  御質疑のある方、御発言をお願いいたします。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  それでは、議会事務局の決算審査を終了いたします。 

 続きまして、監査事務局、お願いいたします。 

 それでは、決算認定の説明をお願いいたします。 

○北村監査委員事務局長  監査委員事務局です。よろしくお願いします。 

 議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定について」のうち、

監査委員事務局に関わる決算について説明させていただきます。 

 監査委員事務局の職員体制につきましては、識見監査委員、議選監査委員の補助

を行うため、事務局職員は２名が従事しております。監査委員の指揮の下、定期監

査、例月出納検査、決算審査に係る調査、検証、指導などの経常的な業務のほか、

住民監査請求など、各種請求に対する監査の実務を行っております。 

 それでは、主要施策の成果及び実績報告書の３２ページを御覧ください。 

 令和６年度の主な事業といたしましては、令和６年４月から令和７年２月にかけ、

各課、各地区センター、コミュニティーセンター、学校指定管理者、財政援助団体

など、４０か所の定期監査を実施しております。 

 例月出納検査につきましては、毎月１回、一般会計、特別会計及び病院、水道会
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計における支出命令書などの関係諸帳簿の計数確認と現金保管状況及び基金運用状

況等の確認を行っております。 

 また、５月下旬から８月中旬にかけ、各会計の決算審査並びに財政健全化、経営

健全化の審査を実施し、その概要につきましては、決算委員会において、代表監査

委員より報告させていただいております。 

 令和６年度の監査事務局における職員人件費を除く監査事務費の決算額は２６２

万１,０００円で、全て一般財源となっております。 

 それでは、令和６年度尾鷲市一般会計・特別会計歳入歳出決算書の１１４、１１

５ページを御覧ください。 

 ２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費の予算現額は２,０６４万３,００

０円で、支出済額は２,００２万２,４６３円で、不用額は６２万５３７円となって

おります。 

 主な支出といたしましては、１節報酬支出済額１７６万９,９９９円は、監査委

員２名分の委員報酬であります。 

 ２節給与給料から４節共済費まで、事務局職員２名分の人件費であります。 

 ８節旅費の支出済額３０万８,８１０円につきましては、近畿・北陸・東海、３

地区共済の都市監査事務研修会及び全国都市監査委員総会研修会への参加のための

旅費であります。 

 １０節需用費支出済額４７万４,６１０円は、地方監査実務提要などの書籍の追

録加除代及び公営企業関係図書の購入費並びに事務用の消耗品であります。 

 １３節使用料及び賃借料４万５,１１５円につきましては、事務所設置複合機に

よる使用料です。 

 １８節負担金、補助及び交付金支出済額２万２,０００円は、備考欄に記載のと

おり、三重県並びに全国都市監査委員会の会費であります。 

 以上で監査委員費についての決算説明を終わります。よろしく御審議賜りますよ

うよろしく申し上げます。 

○南委員長  説明は以上です。 

 御質疑のある方、御発言をお願いいたします。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ありがとうございました。監査事務局の審査、終了いたします。 

 引き続きまして、政策調整課、お願いいたします。 

 それでは、政策調整課関連の決算の認定の説明をお願いいたします。 
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○三鬼政策調整課長  政策調整課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」のうち、政策調整課に関する決算状況を歳入歳出の決算書、主要施策の成果及

び実績報告書及び当課の資料を用いて説明させていただきます。 

 まず、決算書７６、７７ページを通知させていただきます。 

 決算書７６ページからの２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきま

しては、当課に係る分のみを別紙の資料にまとめさせていただきました。資料は、

一般管理費に加えて、２目の文書広報費、５目の企画費、１０目の男女共同参画費、

５項統計調査費の１目統計調査総務費、２目指定統計調査費につきましても同様に

まとめておりますので、その資料を基に説明をさせていただきます。 

 委員会資料の１ページ、資料１を通知させていただきます。 

 資料の見方ですが、上段の括弧書きが全体の額、下段が政策調整課分でございま

す。 

 では、１目一般管理費、予算現額４億２,４９０万６,０００円に対し、支出済額

は４億７４８万４,３４２円で、不用額は１,７４２万１,６５８円でした。 

 主な支出は、８節旅費が９９万２,２７０円、９節交際費は３４万８,０５６円で、

市長の事務経費でございます。１０節需用費の支出は１６８万６,７５２円で、ふ

るさと納税関連の消耗品が主なものでございました。１１節役務費の支出は６,９

４６万３,８６７円で、ふるさと納税指定代理納付手数料が主なものでございまし

た。１１節役務費の支出は６,９４６万３,８６７円で、１２節受託費の支出は２億

９,１６３万２,０１８円で、その内訳は、ふるさと納税関連業務委託料が２億２,

２１６万５,４１２円、デジタル推進におけるガバメントクラウド移行業務委託料

が３,４０５万９,３００円、情報化推進事業関連委託料が３,５４０万７,３０６円

でございます。 

 続きまして、１３節使用料及び賃借料の支出は３,２９６万２,１２２円で、情報

化推進事業におけるインターネットライセンス、クラウドサービスなどの使用料が

１,８７９万３,３６８円、情報化推進機器借上料１,４１２万８５４円が主なもの

でございます。１７節備品購入費の支出は１９８万６６４円で、情報化推進事業の

備品として予備端末などを購入させていただきました。１８節負担金、補助及び交

付金の支出８３７万８,７７３円は、情報化推進事業における中間サーバー利用負

担金や三重県市長会関係の負担金でございます。 

 続きまして、委員会資料の次のページをお願いいたします。 



－２７－ 

 決算書では８４から８５ページとなります。 

 ２目文書広報費は、予算現額１,４７７万１,０００円に対し、支出済額は１,４

２８万３,３７１円、不用額は４８万７,６２９円でございました。主な支出は、１

０節需用費が７４０万９,３８０円で、広報おわせの印刷費が主なものでございま

す。 

 次に、１１節役務費は３７１万７,５４０円で、広報配布手数料が主なものでご

ざいます。１２節委託料は１２７万４,９５１円で、広報配布委託料及び市制７０

周年事業に関連した三重テレビでの広報番組制作放送業務委託料でございました。

１３節使用料及び賃借料は１８４万２,５００円で、ホームページに係るクラウド

システム利用料が主なものでございます。１８節負担金、補助及び交付金は前年同

様の３万９,０００円で、広報協議会等への負担金でございました。 

 次に、５目の企画費を説明させていただきます。 

 委員会資料では２ページから３ページ、決算書では８８ページから９１ページと

なります。 

 ５目企画費は、予算現額１億５,５２６万１,０００円に対し、支出済額が１億３,

４２９万８,０３２円、不用額は２,０９６万２,９６８円となってございます。７

節報償費は２,２７４万６,８００円の支出で、地域おこし協力隊活動報償費が主な

ものでございます。 

 次に、８節旅費は６７万５,４８０円の支出で、移住相談会や東京おわせ会への

出張旅費でございました。１０節需用費は３７７万５,５１５円の支出で、関係人

口の創出イベント関係の消耗品費などが２７５万３,６８０円のほか、移住体験住

宅の光熱水費及びふれあいバスの修繕費等が主なものでございます。 

 続いて、委員会資料３ページをお願いいたします。 

 次に、１１節役務費は１７１万７,５６８円の支出で、通信運搬費や地域おこし

協力隊募集に係る記事作成手数料等でございます。 

 次に、１２節委託料は７,１９０万８,８８４円の支出で、ふれあいバスに係る運

行委託料及び指定管理料でございます。 

 次に、１３節使用料及び賃借料は１７１万８,０６２円の支出で、主に移住定住

及び協力隊募集のサイト使用料でございます。 

 次に、１８節負担金、補助及び交付金は３,１７５万５,７２３円の支出で、東紀

州地域振興公社の負担金、おわせＳＥＡモデル協議会の負担金、地域おこし協力隊

の活動費補助金が主なものでございます。 
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 続いて、１０目の男女共同参画費でございます。 

 委員会資料では４ページ、決算書では９４から９５ページに当たります。 

 １０目男女共同参画費は、予算現額２５万円に対し１２万３,０４７円を支出し、

不用額は１２万６,９５３円でした。１節報酬は７万２,６００円の支出で、男女共

同参画審議会の委員報酬でございます。７節報償費は１万５,０００円の支出で、

講師の謝礼でございます。 

 次に、１８節負担金、補助及び交付金は２万３,７３３円の支出で、三重県内の

男女共同参画連携映画祭東紀州市町負担金でございます。 

 次に、５項の統計調査費を説明いたします。 

 委員会資料では４ページ、決算書では１１４ページから１１５ページになります。 

 １目統計調査総務費は、予算現額１０万円に対し支出済額は７万１,９４０円で、

不用額は２万８,０６０円でございました。１０節需用費は６万６,８２０円の支出

で、統計書の印刷及び製本にかかる費用でございます。１１節役務費は５,１２０

円の支出で、通信運搬費でございます。 

 次に、２目指定統計調査費は、予算現額１５３万１,０００円に対し、支出済額

は１４８万７,６０３円で、不用額は４万３,３９７円でございました。１節報酬は

１１８万９,９９８円で、指定統計調査に係る指導員及び調査員の報酬等でござい

ます。１０節需用費は２８万２,４３９円で、消耗品費でございました。１１節役

務費は１万５,１６６円の支出で、通信運搬費でございました。 

 ここで、主要施策の成果及び実績報告書及び当課資料を用いて各担当より説明を

させていただきます。 

○西村政策調整課調整監  それでは、主要施策の成果及び実績報告書の２１ペー

ジを御覧ください。通知します。 

 ふるさと納税事業でございますが、事業の内容と成果としましては、ポータルサ

イト、ふるさとチョイス、楽天、ふるなび、さとふるを通じたふるさと納税ＰＲを

中心に行うことにより、令和６年度ふるさと納税寄附件数４万１,７５７件、寄附

金額５億６,１５５万６６０円となりました。事業費決算額２億９,３５７万５,０

００円、財源内訳は、その他特定財源２億２,６８０万４,０００円、一般財源６,

６７７万１,０００円でございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、ふるさと納税事業につきましては、委員会資料２を用いて説明させ

ていただきます。 



－２９－ 

 委員会資料５ページを御覧ください。 

 令和６年度ふるさと納税事業に係る支出済額表を御覧ください。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、予算現額３億９１６万１,００

０円のうち、２億９,３５７万４,５６４円がふるさと納税事業に係る支出済額とな

ります。 

 １０節需用費の支出済額１４３万７,３５０円につきましては、事務用品の消耗

品費や返礼品費等のＰＲ用チラシや封筒、寄附証明書、お礼状の印刷費でございま

す。 

 １１節役務費の支出済額６,９１２万１,８００円で、内訳としましては、寄附し

ていただいた方へ納税証明書の発送等に係る通信運搬費４１０万６,１９８円や、

ふるさと納税ポータルサイト代理納付手数料６,５０１万５,６０２円となります。 

 １２節委託料の支出済額２億２,２１６万５,４１２円につきましては、ふるさと

納税関連業務委託料となります。この委託料の内訳としましては、返礼品代や発送

代等、返礼品に関連する経費が含まれております。また、不用額９８３万４,５８

８円につきましては、ふるさと納税寄附金額に対しての返礼品費となりますので、

予算に不足が生じないよう計上した結果となっております。 

 １３節使用料及び賃借料の支出済額８５万２円の内訳につきましては、複合機使

用料５２万２円、ふるさと納税システムサーバ使用料３３万円となります。 

 続きまして、委員会資料６ページを御覧ください。 

 こちらは、令和６年度のふるさと納税事業に係る活動実績の一覧となります。主

立ったものだけ説明させていただきます。 

 令和６年４月からポータルサイト「ふるさとチョイス」でのＰＲとして、お礼の

品最新情報の掲載を週末の土曜日、日曜日、月１０回をスタートさせました。同様

に令和６年４月１日から毎日、ふるなびトップページの尾鷲市最新返礼品の情報を

毎日ＰＲしました。 

 ５月には市内中学校において、ふるさと納税制度や応援していただいた寄附の使

途を知り、ふるさと納税によってこの地域の課題が解決されていることを学ぶ総合

学習を尾鷲中学校、輪内中学校で行いました。 

 また、この総合学習では、８月３日に開催された「おわせ港まつりへ行こう」に

参加される７７７名の寄附者様のために組紐リストバンドを感謝の気持ちを込めて

生徒全員で作り上げました。 

 同月２９日には、ふるさと納税専門誌で発行部数ナンバーワン、「ふるさと納税
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ニッポン！夏秋号」に本市返礼品、生食用サーモン切り落とし７５０グラムと生食

用ブリ切り落とし９００グラムが無料掲載されました。 

 ９月には４大ポータルサイトの一つ、「さとふる」を導入し、ふるさと納税四大

ポータルサイトの導入を完了させました。 

 １０月には、インターネットで返礼品、物を選ぶ従来のサービスとは異なる宿泊、

飲食、レジャー、体験といった「こと」をお礼の品にできる現地提供のふるさと応

援納税を開始し、渡船などのレジャー施設、ホテルや旅館といった宿泊施設、レス

トランやカフェなどの飲食店でのお支払いにふるさと納税が使えるようになりまし

た。 

 １１月には、尾鷲市ふるさと納税感謝企画、「おわせの昼ご飯できたでまっとる

でなー」を東京日本橋、三重テラスで開催しました。関東の前年寄附者を招待し、

寄附の使途を丁寧に報告し、感謝の気持ちを伝えるとともに、尾鷲のふるさと納税

返礼品で作るお昼御飯を食べていただき、さらに尾鷲の観光等を知っていただくこ

とができました。 

 続きまして、８ページから、ふるさと納税実績、（１）ふるさと納税寄附金額の

推移、（２）令和６年度ふるさと納税寄附金額金額別内訳、９ページ、（３）令和

６年度ふるさと納税寄附者地域別内訳、１０ページ、（４）令和６年度ふるさと納

税返礼品申請件数上位１０品、（５）令和６年度寄附者アンケート内訳につきまし

ては、後ほど資料を御確認ください。 

 また、委員会資料１１ページから１４ページでは、令和６年度新規返礼品リスト

として、新たに市内事業者様と１１８品の返礼品をつくり上げましたので、掲載い

たしました。 

 今後も、より魅力ある尾鷲らしい返礼品や時代のニーズをいち早く把握し、８０

の市内事業者様とともに返礼品の提案、企画、開発を行い、寄附の拡大獲得や尾鷲

市の認知をさらに図るとともに、本市に寄附者様が応援したいと思い寄附していた

だけるような取組、尾鷲市感謝企画を実施し、寄附の使い道についても丁寧に寄付

者様に報告することで、寄附者様の納得感や達成感が本市への信頼や共感を生む旗

印として、尾鷲市ふるさと納税事業をさらに推進してまいります。 

 説明は以上でございます。 

○後藤政策調整課調整監  それでは、主要施策の成果及び実績報告書の２３ペー

ジを御覧ください。通知いたします。 

 おわせＳＥＡモデル事業における事業の内容につきましては、尾鷲三田火力発電
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所用地の効果的な活用を目指し、尾鷲市、中部電力株式会社及び尾鷲商工会議所と

の連携により、用地活用計画の検討、企業誘致に関する調整を継続しております。 

 次に、令和６年度の事業成果におきましては、陸上養殖に係る事業化検討を推進

するため、尾鷲三田火力発電所跡地内における地下海水の採取を目的としたボーリ

ング追加調査を行いました。併せまして、ボーリング箇所から採取した地下海水の

水質分析を行い、採取した海水がエビ養殖事業に利用可能な水質であることが確認

できております。 

 また、大型製材工場の建設稼働による三重県内全体並び東紀州全体への経済波及

効果に加え、大型製材工場への素材供給に伴う山林更新による二酸化炭素吸収量の

シミュレーション検討を行い、森林ＣＯ２吸収量の増加など、大型製材工場の誘致

による効果について、定量的に明らかとなりました。 

 次に、事業決算額は、おわせＳＥＡモデル協議会負担金としまして、一般財源の

１００万円でございます。 

 説明は以上となります。 

○片原政策調整課係長  それでは、主要施策の成果及び実績報告書の１９ページ

を御覧ください。通知いたします。 

 情報化推進事業について説明いたします。 

 事業の内容につきましては、住民サービスや職員の業務の基盤となっている庁内

ネットワーク、その他業務システム及びサーバー機器等の稼働維持や保守、必要な

改修等、関係業務を行ったものであります。主なものとしましては、庁内各種シス

テムネットワーク等の構築やサポート保守委託料６,９４６万６,０００円と、それ

ら機器の借り上げやサービスに必要なライセンスやソフトの使用料など３,２０５

万１,０００円となっております。 

 中ほど、事業の成果といたしましては、庁内ネットワークその他業務システム及

びサーバー機器等の保守運用業務により、業務を円滑に執行する基盤を適正に管理

運用するとともに、前年度から見直しを進めておりました老朽化した庁内ネットワ

ーク機器等について、不必要な機器の整備や一つの機器で複数の役割を持たせる仮

想化技術を活用した一元化を行い、機器点数の削減を行うなど、総合的な見直しを

行った上で令和６年度に構築を行いました。 

 また、今年度末までに行うシステムの標準化とガバメントクラウドの移行につい

て、文字の標準化、データ移行、環境構築など、準備段階としての運用基盤の構築

を行いました。尾鷲市ＤＸ推進基本方針と実施計画に基づき、手続のオンライン化
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や業務効率化に資するシステムやツールの導入も行いました。 

 事業費といたしましては、１億１,１７８万５,０００円、財源内訳は国庫支出金

として基礎年金事務費交付金等１２０万１,０００円、年金生活者支援給付金支給

業務市町事務取扱交付金１万４,０００円、飛びまして、その他特定財源のシステ

ム利用負担金、各会計から合計６９４万円。これらに関しましては、いずれも庁内

ネットワークやシステム等のインフラ利用に係るおのおのの負担金となっておりま

す。 

 戻りまして、国庫支出金３行目、社会保障・税番号制度システム整備費補助金３

８７万６,０００円は、マイナンバーの情報連携に必要な国の中間サーバーの更新

に係る市の負担金に対する補助金となっており、その下、デジタル田園都市国家構

想交付金１１９万９,０００円は、窓口端末の購入やオンライン入力フォーム導入

に対する交付金、その下、その他特定財源、デジタル基盤改革支援補助金３,４０

５万９,０００円は、システムの標準化とガバメントクラウドへの移行に係る費用

に対しての補助金となっております。その下は、ＺＴＶへの出資配当金９,０００

円となっております。その結果、一般財源は６,４４８万７,０００円であります。 

 なお、一般財源が令和５年度決算より約３９８万円増加しています。主な要因と

いたしましては、オンライン入力フォームや新たなグループウエアの入替えに係る

使用料の増加と総合住民システムにログインするための生体認証機器等の入替えに

よる借り上げ料の増加、令和６年度で購入から８年目を迎えます業務端末の故障の

増加に伴う予備端末購入費の増加によるものが主な原因となっております。 

 説明は以上でございます。 

○山本政策調整課主幹兼係長  それでは、主要施策の成果及び実績報告書の２２

ページを御覧ください。 

 広報広聴事業について説明いたします。 

 広報等発行事業につきましては、主に広報おわせホームページ、エリアワンセグ、

ツイッターやＬＩＮＥ等のＳＮＳなどを通じて、生活に関する情報を中心に市政情

報などを分かりやすく提供し、市民の皆様と行政の情報共有を進めました。 

 また、広報おわせ及びホームページバナー広告の募集掲載につきましては、民間

企業等の広告媒体として活用され、５３万円の広告収入となり、令和５年度と比較

いたしまして１５万５,０００円の減収となりました。 

 事業費決算額は１,４２８万３,０００円で、財源内訳は、国庫支出金として基礎

年金事務費交付金６,０００円、その他、特定財源として広告事業収入の５３万円、
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一般財源が１,３７４万７,０００円でございます。 

 説明は以上でございます。 

○松井政策調整課係長  それでは、主要施策の成果及び実績報告書の２４ページ

を御覧ください。通知いたします。 

 交通体系関係事務経費について説明いたします。 

 事業の内容につきましては、市内の地域公共交通について、尾鷲市地域公共交通

活性化協議会で協議するとともに、ふれあいバス５路線、九鬼・早田線、北輪内線、

南輪内線、尾鷲地区、須賀利地区のバス運行を行ったものであります。 

 主な事業の成果といたしましては、尾鷲市地域公共交通計画における公共交通ネ

ットワーク形成の基本方針に基づいて、ふれあいバス、須賀利地区について、接続

する三重交通島勝線のダイヤ改正に合わせ、増便や停留所での待ち時間の短縮等を

実施し、昨年１０月から運行をしております。 

 次に、ふれあいバス５路線の利用者数についてであります。 

 ふれあいバス５路線での利用者延べ人数は、九鬼・早田線が１万５,７８５人、

北輪内線が５,２５７人、南輪内線が９,７５６人、尾鷲地区１万６,９０３人、須

賀利地区が１,６３４人で、合計４万９,３３５人で、前年度と比較して１,４８０

人の減少となりました。 

 この傾向の主な要因としましては、ふれあいバス尾鷲地区、南輪内線、九鬼・早

田線における利用者数の減少によるものであり、人口減少に伴う需要の落ち込みや

新規利用者の伸び悩みなどが理由として考えられます。 

 今後も利用者の皆様の利便性、安全性の向上を図るために、尾鷲市地域公共交通

計画に基づき、地域の皆様、利用者の皆様の御意見を伺いながら、持続可能で効率

的な生活交通体系の構築を進めてまいります。 

 事業費は８,０８８万円で、財源内訳は、国庫支出金として地域公共交通確保維

持改善事業費補助金５６万２,０００円、その他特定財源として、ふるさと応援基

金繰入金７００万円、一般財源７,３３１万８,０００円であります。 

 なお、事業費が昨年度より約６５０万円増加している主な要因としましては、バ

ス運行委託料及び指定管理料の経費としての人件費、燃料費等の増加や、令和６年

度より３か年にわたって予算計上を予定しております令和２年度から４年度にかけ

て、コロナ禍の影響を受けた伊勢鉄道への経営支援市町負担金によるものでありま

す。 

 説明は以上でございます。 
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○更谷政策調整課係長  それでは、主要施策の成果及び実績報告書の２５ページ

を御覧ください。通知いたします。 

 本事業では、生まれ育った故郷の尾鷲市にＵターンしようと考えている人やテレ

ワーク、ワーケーションなど、多様な生活スタイルを選ぶ人が増えている状況……。 

○南委員長  係長、ちょっとすみません。中断します。 

（休憩 午前１１時５９分） 

 

（再開 午後 ０時００分） 

○南委員長  再開いたします。 

 正午を過ぎましたけれども、このまま続行いたします。 

 初めからお願いいたします。 

○更谷政策調整課係長  それでは、主要施策の成果及び実績報告書の２５ページ

を御覧ください。 

 本事業では、生まれ育った故郷の尾鷲市にＵターンしようと考えている人やテレ

ワーク、ワーケーションなど、多様な生活スタイルを選ぶ人が増えている状況で、

新しい人の流れを創出することを目的としております。 

 事業の内容といたしましては、移住相談窓口や移住体験住宅、国や県と連携した

東京圏からの条件付移住に対する移住支援制度などであります。 

 また、高校生が地域の課題解決型学習に取り組むことで、地域の資源や魅力、可

能性について深く知り、郷土への愛着と誇りを醸成し、１度は故郷を離れても地域

に戻るという選択肢になることを目指した「尾鷲高校まちいく」を実施しておりま

す。尾鷲高校、尾鷲市、紀北町、三重大学が連携し、毎年２年生を対象に平成２６

年度より継続しております。 

 次に、ふるさと納税者からつながる関係人口づくりとして、東京から約１万件を

含む関東圏から約２万件のふるさと納税で支援をしてくださった方がいることから、

尾鷲市をより深く知ってもらうようＰＲし、関係人口のさらなる増加につなげてま

いります。 

 次に、空き家バンク強化活用連携事業として、南部地域活性化基金を活用し、空

き家バンクに登録されている空き家をストリートビューのようにネット上で詳しく

閲覧できるように取り組んでおります。 

 また、今年度より新たに東紀州４市町が連携し、南部地域活性化基金を活用した

東紀州地域移住体験ツアー事業を実施いたしました。真剣に移住を検討している方
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に東紀州地域に来訪してもらい、実際に移住した際の生活や仕事などを体験しても

らうと同時に、各地域の魅力を知ってもらうことにより、定住移住の促進につなげ

てまいります。 

 その成果として、「尾鷲高校まちいく」は、ふるさと納税からつながる尾鷲高校

魅力化プロジェクトを課題として取り組み、座学、フィールドワークを経て提案発

表を行い、地域への愛着、知見を深めました。 

 空き家バンクについては、内覧１４２件、面談３０５件、電話の問合せが７３４

件ほどあり、その結果、２４件が成約となり、うち１６件が市外の方の購入、賃貸

となりました。 

 ふるさと納税からつながる関係人口づくりについては、昨年度応援してくださっ

た方をおわせ港まつりにお迎えし、特別観覧席を御用意することで感謝の気持ちを

伝えるとともに、尾鷲市を知っていただく機会としました。 

 南部地域活性化基金を活用した空き家バンク強化活用連携事業については、空き

家バンクに登録している物件１０件を３６０度カメラで撮影し、ホームページに公

開しました。 

 同じく南部地域活性化基金を活用した東紀州地域移住体験ツアーについては、６

世帯の方々に参加していただき、実際に各地域に触れてもらうことにより、より確

度の高い移住相談を行うことができました。 

 事業決算額は６４７万９,０００円で、財源内訳は、国庫支出金として、デジタ

ル田園都市国家構想交付金６万２,０００円、県支出金として、南部地域活性化基

金事業費補助金６４万７,０００円、その他特定財源として、移住体験住宅使用料

１０万円、一般財源５６７万円となっております。 

 説明は以上でございます。 

 続きまして、地域おこし協力隊事業でございます。 

 それでは、主要施策の成果及び実績報告書の２６ページを御覧ください。通知い

たします。 

 本事業では、都市住民等外部人材を地域おこし協力隊として活用し、地域課題の

解決や地域の活力づくりを進めることで、地域と外部人材が一緒につくる活力あふ

れるまちづくりの好循環を目指すものです。 

 事業の内容といたしましては、令和６年度には三木里町２名、向井地区１名、三

木浦町１名、関係人口づくり２名、定住移住促進関係４名の計１０名の隊員が活動

いたしました。 
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 また、隊員の活動紹介や協力隊体験キャンプなど、現役協力隊ＯＢ、ＯＧととも

に新規協力隊の募集活動を行うものであります。三木里町においては、持続可能な

観光仕組みづくりのためにビーチクリーン活動や巡リサイクルバザーのイベントを

実施しました。また、空き家を活用した地域コミュニティの拠点づくりも行ってい

ます。 

 向井地区においては、イベントや遊び場づくりの検討、企画、情報発信を行うこ

とにより、昨年度よりもさらに多くの方に認知していただくことができ、子供だけ

ではなく、高齢者の来訪人数も増加させることができました。 

 関係人口づくりについては、ふるさと納税で応援してくださった方のお礼状に創

意工夫を加えるとともに、尾鷲らしさが発揮される返礼品、市場で人気を反映した

返礼品の開発に努めました。 

 また、既存イベントや三重テラスでの感謝企画を行うことで、応援してくださっ

た方との関係を深めることができました。 

 定住移住促進関係については、空き家バンクや仕事バンクの運営を行うとともに、

Ｉ・Ｕターンをサポートして、新しい人の流れを創出しました。 

 なお、令和６年度は２名が任期満了により退任しております。 

 事業決算額は４,２８９万４,０００円で、財源内訳は全額が一般財源となってお

りますが、特別交付税で全額措置されます。 

 説明は以上でございます。 

○三鬼政策調整課長  最後に、委員会資料３ページ、１５ページの令和６年度物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業の実施結果についてを通知させていた

だきます。 

 本事業は、エネルギーや食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の

支援を通じ、地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やか

に必要な事業を実施できるよう創設されたものでございます。 

 記載にございます事業番号１番の物価高騰対策生活支援及び定額減税補足給付金

給付事業をはじめとする四つの事業内容につきましては、４か所記載のとおりでご

ざいまして、後ほど、福祉保健課、税務課、水道部及び教育総務課から、決算状況

として説明をさせていただく資料として添付をさせていただきました。 

 以上で政策調整課に係る決算についての説明を終わらせていただきます。よろし

く御審議いただき御認定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございました。 
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 説明は以上でございます。 

 御質疑のある方、御発言をお願いいたします。 

○仲委員  ちょっと時間が過ぎていたんですけど、実績報告書の２３ページ、お

わせＳＥＡモデル事業と、決算書８９ページの負担金におわせＳＥＡモデル協議会

負担金１００万とあるんですけど、実績報告書の中には、ボーリング調査した結果、

養殖事業に適する確認できたとか大型製材所の関係も載っておるんですけど、この

ボーリング調査というのは、どの場所でどのような確認をされて適すると判定した

かお答えください。 

○後藤政策調整課調整監  今、御質問いただきました、まず、場所につきまして

は、中部電力火力発電所の跡地、東側の海際に近いところの陸地の部分でボーリン

グ調査を実施しております。 

 続きまして、どのような項目を確認しているかという御質問ですけれども、まず、

酸素濃度、ＤＯと言われる海水中にどの程度の酸素濃度が含まれているか。あとは

濁度とか、ＳＳと呼ばれるものなんですけれども、そういった成分がどの程度入っ

ているか、あとは塩分濃度、これらを採取してエビの養殖に適しているかどうかを

確認してございます。 

 以上になります。 

○仲委員  ちょっと場所は思っておったところと違うのですけど、それはそれで。 

 この実績報告の中には、事業内容で６年度においては協議会の重点活動項目を定

めて個別プロジェクトの強化対策事業を実施するというようなことが書かれておる

んですけど、一般質問でも話はさせてもらったんですけど、おわせＳＥＡモデル事

業が、言ったら負担金として出されている中でおいても、そろそろ例えば事業年度

に結果が出れば、実施報告ではなしに、委員会等で適時なときにＳＥＡモデル事業

の報告はいただいたほうが、より議員としての、議員間で情報共有ができると思う

んですわ。今まで、ＳＥＡモデルの中では実績報告だけの報告で、計画すら出され

ていないという状況の中では、進捗状況が市民にも分からんし議員も分からんと。

バナメイエビが進んできたという情報はありますけど、どの程度でいつどこで誰が

というような話も、これ協議している最中やもので無理やという話やけど、できる

範囲で情報公開という意味では委員会へ報告する必要があるんだと思うんですけど、

そこら、どうですか。 

○三鬼政策調整課長  御指摘のところは私たちも感じておりまして、というのは、

やはりこの企業誘致だけではなしに、いわゆるそれぞれ尾鷲市が担当している国市
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浜公園整備事業を含め、集客交流事業であるとか、中部電力が取り組んでいるエネ

ルギー、ＳＥＡ、それぞれの取組でいる課題は進捗として表せるところが必ず出て

くると思いますので、それはまた議会とも御相談して、委員会で説明も、委員長、

議長とも相談しながら機会を設けさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○仲委員  関連して、この負担金の中に、８９ページに東紀州地域振興公社負担

金１９７万６,０００円というのがあるんですね。１８９ページの消防費にも東紀

州地域振興公社負担金、観光ＤＭＯ事業分、２６３万、決算が上がっておるんです

わ。合計で相当の金額になるんですけど、５００万近いんですけど、東紀州の公社

でありながらでも、言ったら、政策調整の職員は会議にも出席されておって協議は

されておると思うんですけど、予算の中においても決算においても、最近は報告が

ないと。これは、やっぱりある程度の東紀州公社でどのような事業が展開されてど

のような効果が出ているというのは報告すべきだと思うんですけど、今後でいいん

ですけど、そこらはどう考えていますか。 

○三鬼政策調整課長  振興公社、三重県を中心に５市町から職員が出向いて、主

に産業、観光、総務、この三つの部門で仕事をさせていただいております。ですの

で、いわゆる本市では商工観光課が予算を持っているように、観光部門につきまし

ては商工観光課で予算を獲得させていただき、総務部門のほうで政策調整課で、所

属も政策調整課の職員は派遣職員２人所属しておりますので、そういう形になって

おります。確かに市町で取り組んでいる産業観光と県が主体となっている東紀州地

域振興公社がダブるところがあるという指摘が以前からあって、各市町から、それ

は明確に市町での役割と振興公社の役割をきちっと分けて進むべきという議論を最

近進めております。そういうことも含めて、やはりなかなか見える形でどういう形

でというは、過去も正直あまり報告したことがございませんというのは反省点です

けど、それも含めて、より今後は観光ＤＭＯも含めて、観光に特化した形の動きと

尾鷲の強みである産業を明確にした形で動きを報告できるように進めたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○南委員長  他にございませんか。 

 今、仲委員さんから御指摘がありました特におわせＳＥＡモデルにつきましては、

またバナメイエビのプロモーションビデオ等もまだ委員会で見たことがないと思い

ますもので、そこら辺も含めて再度委員会のほうで検討をしていきたいと思います

ので、よろしくお願いをいたしたいと思います。よろしいですか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、政策調整課の決算認定の審査を終了いたします。 

 ここで休憩をいたします。再開は午後１３時３０分からです。お願いいたします。

休憩いたします。 

（休憩 午後 ０時１５分） 

 

（再開 午後 １時２８分） 

○南委員長  少し予定よりか時間が早いですが、皆さんお集まりですので、休憩

前に引き続き、行政常任委員会を続行いたします。 

 次に、財政課に入っていただきました。早速ですが、議案第５９号、決算の認定

の説明をお願いいたします。 

○岩本財政課長  財政課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」のうち、財政課に係る決算について御説明申し上げます。説明につきましては、

当課の決算を抜粋したものを資料に取りまとめておりますので、そちらの資料をも

って説明をさせていただきたいと思います。 

 委員会資料の２ページを御覧ください。 

 この表の中で数字が２段書きになっている項目につきましては、上段の括弧書き

が決算書の全体の数字でございまして、下段の数字がそのうちの財政課所管分とな

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費のうち、財政課

分につきましては、支出済額が１２４万４,７３６円、不用額は１万５,２６４円で

ございます。 

 各節の主な内容といたしまして、１０節需用費の支出済額は３６万３,４５３円

で、内容は、用紙代や追録等の事務消耗品費が３１万３,９５３円、予算書等の印

刷製本費が４万９,５００円でございます。 

 次に、１１節役務費４,２３２円は、全額通信運搬費でございます。 

 次に、１２節委託料７５万９,０００円は、固定資産管理公会計システム保守委

託料５９万４,０００円及び新地方公会計支援業務委託料１６万５,０００円でござ

います。 

 次に、１３節使用料及び賃借料１１万８,０５１円は、全額複合機使用料でござ

います。 
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 続きまして、３目財産管理費につきましては、支出済額１５億８,６５１万６,５

２８円、不用額は７９万８,４７２円でございます。 

 支出の主な内容といたしまして、１０節需用費９７万２１４円は、普通財産に係

る光熱水費８６万６,８１４円、同じく普通財産に係る修繕料９万６,８００円でご

ざいます。 

 次に、１１節役務費７１８万１,２５８円のうち、主なものとして、保険料５９

９万７,５１０円は、建物総合損害共済や自動車損害共済等の保険料でございます。 

 また、市有地草刈り等手数料が６３万３,７７６円でございます。 

 次に、１４節工事請負費９０１万１００円は、元三木小学校教員住宅会解体工事

請負費で、不用額につきましては、入札差金でございます。 

 次に、２４節積立金１５億６,９３５万４,９５６円のうち、主なものは、財政調

整基金積立金６億３,８９９万３,０００円、減債基金積立金３,２２８万６,０００

円、公共施設等基金積立金３,６６１万３,０００円のほか、中段やや下にあります

尾鷲みどりの基金積立金２,３１７万４,０００円、ふるさと応援基金積立金３億６,

８７４万４,０００円、森林環境譲与税基金積立金３,４５３万４,０００円及び、

次の３ページを御覧ください。２行目にありますゼロカーボンシティ推進基金積立

金３,０８１万円、国市浜公園整備等基金積立金４億円でございます。 

 次に、４目契約検査費につきましては、支出済額７４万２,６０５円、不用額は

１１万９,３９５円でございます。 

 主な内容といたしまして、１２節委託料６８万４,９７０円は、入札参加登録業

務委託料３７万４,７７０円、工事検査業務委託料３１万２００円でございます。 

 続きまして、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費のうち、財政課

分の支出済額は１億９,９５３万９,６８５円、不用額は２６６万７,３１５円で、

これは、国民健康保険事業特別会計繰出金でございます。 

 同じく８目後期高齢者医療費のうち、財政課分につきましては、支出済額４億５,

６０１万５,１６１円、不用額８３９円で、後期高齢者医療事業特別会計繰出金で

ございます。 

 次に、４款衛生費、５項上水道費、１目上水道整備費は、支出済額７,０７３万

１,７３８円、不用額２６２円で、水道事業会計負担金でございます。同じく６項

病院費、１目病院費の支出済額は５億６,１００万８,０００円で、病院事業会計負

担金でございます。 

 次に、１１款公債費、１項公債費、１目元金は、支出済額９億４,９９９万２,８
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２９円、不用額１７１円で、市債の元金償還金でございます。同じく２目利子のう

ち、財政課分の支出済額は２,６９６万３,２５８円、不用額７４２円で、市債利子

償還金でございます。 

 次の１２款１項１目予備費につきましては、執行はございません。 

 続きまして、決算参考資料の２５ページを御覧ください。 

 令和６年度地方消費税交付金社会保障財源化分の充当状況について御説明させて

いただきます。 

 まず、歳入につきましては、地方消費税交付金社会保障財源化分として２億３,

１４６万１,０００円。対しまして、歳出は、社会保障４経費、その他社会保障施

策に要した経費が２６億１,７１９万８,０００円で、その内訳は下の表のとおりで

ございます。 

 表の合計欄を御覧いただきますと、経費の合計から国県支出金等の特定財源を差

し引いた残りの一般財源が１１億２,７０９万６,０００円で、ここに社会保障財源

化分の２億３,１４６万１,０００円を充当したものでございます。 

 続きまして、２６ページを御覧ください。 

 都市計画税の充当状況でございます。 

 歳入は、都市計画税の現年課税分及び滞納繰越分の合計で１億１,１０８万２,０

００円。対しまして、歳出の都市計画事業等に要した経費は４億４,１０２万６,０

００円で、経費の内訳は下の表のとおりでございます。 

 合計欄を御覧いただきますと、経費の合計から国県支出金等の特定財源を差し引

いた残りの一般財源が１億７,６３９万６,０００円で、ここに都市計画税を１億１,

１０８万２,０００円、及び欄外に記載のとおり、都市計画事業基金から１,０００

円を繰入れたものでございます。 

 続きまして、決算関連といたしまして、令和６年度地方財政状況調査、いわゆる

決算統計の概要について簡単に説明させていただきます。 

 まず、資料の（１）収支でございます。表の中で、右から３番目の令和６年度の

実質収支につきましては、３億２,１６０万５,０００円の黒字となっておりまして、

この実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支が４,４５１万７,００

０円の赤字、また、単年度収支に財政調整基金への積立金を加え、取崩し額を差し

引いた実質単年度収支は、４,９０１万１,０００円の黒字となっております。 

 続きまして、２ページを御覧ください。 

 （２）主な財政分析指標のうち、経常収支比率につきましては９７.２％で、前



－４２－ 

年度と比較すると２.９ポイントの悪化となりました。この要因につきましては、

分子となる歳出の経常経費充当一般財源が人件費及び物件費等の増加により２億３

９６万円増加したことが大きな要因でございます。 

 続きまして、少し飛びますが、６ページを御覧ください。 

 中ほどの表、②の性質別歳出の状況でございます。このうち、義務的経費の人件

費につきましては、前年度比１億７７４万９,０００円の増額となっており、これ

につきましては、給与改定による職員給の増加等が主な要因でございます。 

 次に、扶助費につきましては、前年度比１億５,５８０万９,０００円の減額で、

これは、物価高騰対応生活支援給付金の減少が主な要因でございます。 

 また、公債費につきましては、前年度比１億５５７万８,０００円の減額でござ

います。 

 次に、投資的経費は前年度比２,２５３万３,０００円の増額で、そのうち、補助

事業費は、多目的スポーツフィールド整備事業や保育所施設整備事業の増加により

１億９２８万円の増額。単独事業費につきましては、墓地移転事業の減少等により

６,２７４万７,０００円の減額でございます。 

 次に、その他の経費のうち、補助費等につきましては、水道事業会計負担金が水

道基本料金減免分に対する一般会計の負担金の増加等により５,０１３万３,０００

円の増額及び三重紀北消防組合負担金３,８６７万４,０００円の増加等により、２

億６,３０７万８,０００円の増額。 

 また、積立金につきましては、国市浜公園整備等基金積立金４億円、ふるさと応

援基金積立金４,２３０万２,０００円の増加等により、３億６,７４９万３,０００

円の増加となっております。 

 続きまして、７ページをお願いします。 

 （６）地方債の状況でございます。 

 上段の表、①地方債現在高につきましては、令和６年度の地方債発行額の合計が

４億９,３３０万円で、その右にあります元金償還額の９億４,９９９万３,０００

円を下回ったことにより、一番右にあります差引現在高は７８億８,３２７万４,０

００円となっており、前年度比４億５,６６９万３,０００円の減少となっておりま

す。 

 最後に８ページを御覧ください。 

 （７）基金の状況でございます。 

 主なものといたしまして、財政調整基金は、令和６年度中の積立額が取崩額を上
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回ったことにより、年度末残高は９,３５２万８,０００円増加の２５億７,９１０

万４,０００円となりました。 

 また、下の表の右下にあります基金全体では、６億９５６万６,０００円増加の

４１億３,３４８万２,０００円となっておりまして、これは、国市浜公園整備等基

金４億円の増加、先ほどの財政調整基金の増加等によるものでございます。 

 以上で財政課に係る決算関連の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 財政課の決算に関わる説明は以上でございます。 

 御質疑のある方、御発言をお願いいたします。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、財政課の決算認定の審査を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 続きまして、防災危機管理課、それでは、防災危機管理課の決算の認定の説明を

お願いいたします。 

○大和防災危機管理課長  防災危機管理課でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定について」のうち、

防災危機管理課に係る決算状況について、決算書を基に、主なものについては主要

施策の成果及び実績報告書で御説明いたします。 

 決算書の９６、９７ページを御覧ください。 

 主なものを簡素に説明させていただきます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１２目防災費でございます。支出済額４,４０２

万５,６５９円、繰越明許費２,２０１万円、不用額１６１万３４１円で、繰越明許

費につきましては、津波避難タワーの整備計画に係るものでございます。 

 次に、１０節需用費の支出済額１,２３６万４,８２７円につきまして、備考欄の

消耗品費として、アルファ米、保存水等の公的備蓄品の購入費が主なものでござい

ます。光熱水費として、防災センターの電気・水道代と、防災行政無線子局及びエ

リアワンセグ局の電気代でございます。修繕料として、市内各所避難路簡易修繕、

防災無線等修理代が主なものでございます。不用額５０万８,１７３円につきまし

ては、アルファ米等の公的備蓄品購入に係る入札差金が主なものでございます。 

 ここで、関連する事業内容、主要施策の成果及び実績報告書により説明いたしま
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す。 

 主要施策の成果及び実績報告書の２７ページを御覧ください。 

 避難路簡易修繕について説明いたします。 

 事業の目的として、南海トラフ巨大地震が発生した場合、迅速に高台へ避難し、

被害を最小限に抑えるためには、避難路の整備、修繕が急務でございます。 

 事業の内容といたしましては、地域の要望に基づき、緊急性の高い箇所から順次

手すりの設置や高台への避難経路の整備を行いました。 

 事業成果ですが、市内１２か所の避難路整備を行い、安全性を確保し、地域で危

険箇所を確認することで意識の向上が図れたと認識しております。 

 事業費につきましては、記載のとおりでございます。 

 決算書の９６、９７ページにお戻りください。 

 １１節役務費の支出済額１１６万６,４１９円につきまして、通信運搬費、浄化

槽保守点検手数料などが主なものでございます。 

 次に、１２節委託料の支出済額１,６５８万３９９円につきましては、防災行政

無線保守点検業務委託料、土砂災害情報総合通報システム保守点検業務委託料、エ

リアワンセグシステム保守料などが主なものでございます。 

 次に、１３節使用料及び賃借料の支出済額２５万７,７６９円につきましては、

備考欄の内訳どおりでございます。 

 次に、９８、９９ページを御覧ください。 

 １４節工事請負費の支出済額５７万８,３８０円につきましては、エリアワンセ

グ受信端末設置工事費として、屋外アンテナ２９件の設置に係る費用でございます。 

 次に、１６節公有財産購入費８５０万円につきましては、津波避難タワー用地と

する元中京銀行尾鷲支店の購入費でございます。 

 ここで、関連する事業内容を主要施策の成果及び実績報告書により説明いたしま

す。 

 報告書の２９ページを御覧ください。 

 防災施設整備事業について説明いたします。 

 南海トラフ巨大地震が発生した場合に備え、緊急的に一時避難をする場所として、

津波避難タワーを整備いたします。 

 事業内容は、令和６年度には旧中京銀行尾鷲支店用地の購入、測量、登記に係る

業務を実施し、設計業務については、翌年度へ繰越しいたしました。事業成果につ

いても同様になります。事業費につきましては、記載のとおりでございます。 
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 決算書の９８、９９ページにお戻りください。 

 次に、１８節負担金、補助及び交付金の支出済額３８９万７,０００円につきま

しては、三重県防災行政無線運営協議会の負担金、三重県防災航空隊運営費の負担

金、この二つの負担金は、三重県２９市町、各消防本部等で負担しております。 

 尾鷲市地域防災力向上補助金１３１万１,８００円につきましては、１０万円を

上限に自主防災組織などの団体に対して防災関連の整備事業に対する補助金でござ

います。 

 ここで、関連する事業内容を主要施策の成果及び実績報告書により説明いたしま

す。 

 実績報告書の２８ページを御覧ください。 

 尾鷲市地域防災力向上補助金について説明いたします。 

 南海トラフ巨大地震や増加傾向にある集中豪雨などの被害を最小限に抑えるため

には、地域における自助共助の取組が重要であることから、地域における防災体制

及び防災対策の充実強化を図ることを目的に事業を実施いたしました。事業の内容

としましては、自主防災組織等が行う事業に対して補助金の交付を行いました。事

業費につきましては、記載のとおりでございます。 

 次に、決算書の１００、１０１ページを御覧ください。 

 １４目諸費についてでございます。２款総務費、１項総務管理費、１４目諸費の

うち、防災危機管理課に係る部分について説明いたします。 

 １０２、１０３ページを御覧ください。 

 １８節負担金、補助及び交付金の支出済額１３４万２,０００円のうち、備考欄

の紀北危険物安全協会負担金、尾鷲地区防犯協会負担金、暴力追放推進会議負担金、

津波予測・伝達システム市町負担金、尾鷲市防犯委員会補助金が当課に係る分であ

ります。各協会等の会費や負担金及び補助金になっております。 

 次に、消防費についてでございます。 

 ２０２、２０３ページを御覧ください。 

 ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費でございます。支出済額５億１３７万

３,４３４円で、不用額５６６円でございます。１８節負担金、補助及び交付金、

内訳といたしましては、三重紀北消防組合負担金と消防救急デジタル無線共通波設

備負担金でございます。 

 次に、２目非常備消防費でございます。支出済額４,６３７万４,６０６円で、不

用額７７３万１,３９４円でございます。不用額につきましては、訓練等の参加者
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や退団者数が見込みを下回ったことが主な要因でございます。 

 １節報酬の支出済額は１,３３５万９,２０６円で、訓練手当７３８万円は、各消

防団が定期的に実施する訓練や合同で行う訓練手当でございます。年手当５６０万

９,９０６円は、尾鷲市消防団条例で定められた額であり、団員１９０名分の年手

当でございます。不用額４５５万７９４円の要因は、訓練等の参加者や台風等で出

動する事案が見込みを下回ったことが主な要因でございます。 

 次に、４節共済費支出済額４６９万８,８８２円は、消防団員に対する公務災害

補償及び退職報償金の掛金でございます。 

 次に、７節報償費の支出済額５７０万５,０００円につきましては、消防団員退

職報償金で、不用額２４６万２,０００円は、退団者数が見込みを下回ったことに

よるものでございます。 

 次に、１０節需用費の支出済額８８１万２,６８６円でございます。主なものと

いたしましては、消耗品費として、消火栓格納箱用ホース、消防団活動服、半長靴

等の購入費等でございます。燃料費は１５分団ある消防団車両の燃料費でございま

す。光熱水費として、各消防団詰所の電気・水道代でございます。修繕料は、主に

消防団車両の車検整備代及び消防団車庫の修繕料でございます。 

 次に、１１節役務費の支出済額１１９万２,００２円につきましては、各消防団

詰所の浄化槽保守点検等手数料、消防団車両の車検手数料、自賠責保険料が主なも

のでございます。 

 次に、２０４、２０５ページを御覧ください。 

 １７節備品購入費は、２分団小型動力ポンプ付軽積載車と軽搬送車２台の購入費

でございます。 

 次に、１８節負担金、補助及び交付金の支出済額８０万円につきましては、三重

県尾鷲市紀北町で組織する消防協会紀北支会負担金、消防団員福祉共済掛金でござ

います。 

 次に、３目水防費についてでございます。支出済額１３３万９,８８０円でござ

います。この水防費につきましては、全額三重県からの委託により、市内に点在す

る１０５の樋門、防潮扉等の管理を行うための様々な経費でございます。 

 以上で防災危機管理課に係る令和６年度決算についての説明を終わります。御審

査のほどよろしくお願い申し上げます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 防災課の説明は以上でございます。 
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 御質疑等のある方、御発言願います。 

○西川委員  ２０３ページの消耗品費、５７７万５,０００円とあるやん。ホース

の入替えという説明があったんやけど、これ、予算のときに４０ミリを考慮すると

いう話があったんやけど、結局６５にそのまま変えちゃったん。 

○大和防災危機管理課長  ４０ミリの件につきましては、来年度考慮して購入す

る、そのような予定をしております。 

○西川委員  ということは、４０ミリ、レデューサーみたいなのをつけて４０ミ

リも使えるようにしてくれるわけやね、以前言っておったみたいに。来年度購入を

考えてくれておるんやね、４０ミリを。 

○大和防災危機管理課長  昨年度説明させていただく中で、３か年で計画をとい

うことで、現在、それに合わせた整備をしておるところなんですけれども、４０ミ

リのところが来年度残っておるところがありますので、そこの径を合わせた形で買

換えを行います。 

○西川委員  ということは、６０号のところもあるということやないですね。全

部４５に替えるわけじゃない、４０に替えるわけじゃないんやね。 

○大和防災危機管理課長  そのとおりでございます。 

○南委員長  よろしいですか。他にございませんか。 

○中井委員  実績報告書の２７ページの避難の簡易修繕のところなんですが、修

繕の６か所って書いてあるんですけど、その６か所の場所を教えていただきたいで

す。 

○相賀防災危機管理課課長補佐兼係長  １２か所ですよね。実施の箇所としては、

座ノ下、須賀利、九鬼が２か所、早田２か所、九木浦２か所、三木里、古江、曽根、

梶賀になります。 

○中井委員  その具体的な場所というのは、危険の津波浸水域とか、優先順位は

どのように決められたかだけ教えてください。 

○相賀防災危機管理課課長補佐兼係長  優先順位としては、各地区の区長及び自

主防災会と話をして、そこが一番ここを修繕してくださいねという箇所を基に決め

ています。 

○中井委員  分かりました。 

○南委員長  他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようですので、防災危機管理課の審査を終了いたします。あり
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がとうございました。 

 次に、税務課に入っていただきます。本日の委員会は税務課を終わって終了いた

したいと思います。 

 それでは、税務課長、決算の認定の説明をお願いいたします。 

○三鬼税務課長  税務課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第５９号「令和６年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」のうち、税務課に関する決算につきまして、決算書等に基づき御説明申し上げ

ます。 

 決算書の１４、１５ページを御覧ください。 

 歳入、市税につきまして、個人市民税から順に御説明いたします。 

 １款市税、１項市民税、１目個人市民税につきましては、予算現額６億５,００

５万６,０００円に対しまして、調定額６億９,８９８万１,７８６円、収入済額６

億６,７９２万６,１１５円、不納欠損額１２１万５２８円、収入未済額２,９８４

万５,１４３円であります。現年課税分、滞納繰越分の収入済額の内訳は、備考欄

に記載のとおりでございます。 

 次に、２目法人、予算現額１億２,８３１万６,０００円に対し、調定額１億３,

８４４万９,８９０円、収入済額は１億３,６９８万４,１００円、不納欠損額９万

９,１９０円、収入未済額１３６万６,６００円でございます。 

 ２項１目固定資産税、予算現額７億５,８８２万６,０００円に対し、調定額８億

１,７３６万６,８３１円、収入済額は７億６,７４５万６,５６９円、不納欠損額１

２６万９,９０７円、収入未済額４,８６４万３５５円でございます。 

 次に、２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、予算現額７３２万９,０

００円に対し、調定額及び収入済額は同額の７３２万９,２００円でございます。 

 続きまして、３項軽自動車税、１目環境性能割は、予算現額３３２万６,０００

円に対し、調定額及び収入済額は同額の３４３万３,７００円でございます。 

 ２目種別割は、予算現額６,０４０万７,０００円に対し、調定額６,５５４万６,

４３１円、収入済額６,１３６万２,５７６円、不納欠損額１６万４,７２８円、収

入未済額４０１万９,１２７円であります。 

 次に、４項１目市たばこ税は、予算現額１億４,３５０万円に対し、調定額及び

収入済額が同額の１億４,５００万７８６円でございます。 

 ５項１目都市計画税は、予算現額１億１,０２０万１,０００円に対し、調定額１

億１,８３０万５,９６３円、収入済額は１億１,１０８万１,９３３円で、不納欠損
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額１８万３,８１８円、収入未済額は７０４万２１２円であります。 

 以上、市税全体としましては、表の一番上の欄にございますように、予算現額１

８億６,１９６万１,０００円に対しまして、調定額１９億９,４４１万４,５８７円、

収入済額は１９億５７万４,９７９円、不納欠損額は２９２万８,１７１円、収入未

済額は９,０９１万１,４３７円でございます。 

 それでは、委員会資料の１２ページを御覧ください。 

 こちらは、令和６年度市税の不納欠損額調書でございます。この表は、縦の欄が

市税の各税目別、横の欄が地方税法の規定による理由別にそれぞれの不納欠損の件

数、金額を取りまとめたものでございます。 

 なお、不納欠損理由につきまして、地方税法の規定につきましては、この資料の

１５ページに記載しておりますので、後ほど御参照願います。 

 それでは、表の右下の合計欄を御覧ください。 

 令和６年度は、８４件５０名分、２９２万８,１７１円の不納欠損処分を行って

おります。ちなみに、令和５年度は８４件５４名分で２０１万７,１５５円であり

ましたので、市税全体としましては、９１万１,０１６円の増となっております。 

 内訳としましては、主に時効完成によるものが、件数で４８件、金額では１５５

万９,９４７円、その隣の執行停止後３年を経過したものが１８件、９６万４,１６

０円でございます。 

 税務課としましては、安易な不納欠損とならないよう、滞納者に対し、納税相談

や指導、納付誓約などを取ることによって早期納付を促し、さらには財産調査、差

押え等の滞納処分に取り組んでおりますが、その結果として、やむを得ず不納欠損

としたケースが全てでございます。 

 一方で、個々の滞納案件の内容や金額が１件１件異なることから、年度によって

額が増減いたします。今後も地方税法の規定に基づき、税負担の公平性を確保する

観点から、理由等を厳正に精査し、適正に執行してまいりますので、御理解のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 次に、委員会資料の１ページを御覧ください。 

 こちらは、令和６年度の市税の決算概要として、調定額、収入済額など、前年度

との比較を中心に取りまとめた資料でございます。 

 まず、表の１、調定額を御覧ください。 

 令和６年度は、前年度と比べ、固定資産税及び軽自動車税で増加し、市民税、市

たばこ税、都市計画税において減少、市税全体としましては６,８１１万８,０５８
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円、３.３％の減となりました。税目別には、現年度法人市民税は微増となったも

のの、個人市民税において、定額減税が実施されたことなどにより大幅な減少とな

りました。減税影響額としましては、約５,７００万円というふうになっておりま

す。 

 軽自動車税につきましては、総所有台数は減少したものの、平成２８年度税制改

正による新税率及び重課税の台数の増加に伴う増、令和元年度より設けられた環境

性能割の導入により、前年度を上回りました。 

 一方、固定資産税につきましては微増となったものの、都市計画税につきまして

は、時点修正に伴い、若干の減少となりました。 

 表２、収入済額につきましては、軽自動車税で増加したほか、各税目において減

少となっております。市税全体では、前年度に比べ７,１１０万６,９８５円の減と

なりました。 

 次に、表３、収納率につきましては、市民税、固定資産税、都市計画税において

前年度をやや下回る結果となっております。市税全体の収納率は９５.３％で、前

年度との比較では０.３％下回っております。 

 それでは、市税の収納状況及び収納率の関連につきまして、泉係長より御説明申

し上げます。 

○泉税務課係長  それでは、委員会資料の１０ページを御覧ください。 

 令和６年度の滞納整理実績について御説明いたします。 

 最初に、自庁分実績についてでありますが、上段の表を御覧ください。 

 財産調査件数が１,７２０件、差押え事前通知を発送した件数が１９１件、差押

え執行件数及び取立金額が、預金等が１５件、１３万６,４９５円、その他２０件、

５１万円、合計１８件、６４万６,４９５円となっております。 

 なお、参考として、下段に令和５年度実績を記載させていただいておりますので、

御参照願います。 

 続きまして、三重地方税管理回収機構への移管実績について御説明いたします。 

 この表は、平成３０年度以降の移管件数、移管金額及び徴収額であります。令和

４年度から低額案件を取り扱う徴収第二課への移管を実施しておりますので、徴収

第一課分とは別に括弧書きで記載しております。 

 まず、徴収第一課への移管につきましては、年度ごとに最大１５件を翌年度まで

の期間で移管しており、移管金額につきましては、移管する案件によって大きく変

動しております。 



－５１－ 

 また、移管後２か年を経過しても継続して機構移管することで回収が進むと判断

できる案件につきましては、さらに２か年、継続移管しております。 

 令和６年度につきましては、移管可能上限である１５件の移管を行っております。

金額としましては、本税２,３３４万７,５３２円で、延滞金も含めた徴収額としま

しては、１,５３４万７,５４７円であります。 

 次に、徴収第二課分の移管実績について御説明いたします。 

 徴収第二課への移管につきましては、機構への移管要件が拡充されたことにより、

低額案件につきましても活用しやすい状況となったことから、令和４年度から新た

な取組として実施しております。移管期間は単年度となっておりますが、継続移管

は可能となっております。 

 令和６年度につきましては、最下段にありますように、件数で７５件、金額では

８９９万３,９５５円を移管しており、徴収額としましては、当該年度における延

滞金を含め８１８万４,１８５円でありました。一課、二課を合わせました令和６

年度の徴収額としましては、総額２,３５３万１,７３２円となっております。 

 なお、この徴収実績には移管予告通知により自主納付につながったケースなどは

含まれておりません。したがって、納付誓約などを含めた移管予告効果も大きいこ

とから、専門機関と連携し取り組むことで効率的に徴収が進められたものと考えて

おります。 

 続きまして、市税の収納状況の推移について御説明いたします。 

 資料を１ページめくっていただき、１１ページを御覧ください。 

 上段の表は、平成３０年度以降の市税収納率の推移であります。 

 折れ線グラフで表しますとおり、令和２年度の収納率が９４.８％と大きく減少

しておりますが、令和２年度に実施された徴収猶予の特例により最大１年間徴収を

猶予したことで、令和２年度から令和３年度に繰り越されたことによるものです。

令和３年度には特例分が収納されたことにより、収納率が９５.８％へと改善した

ところでございます。 

 令和６年度の収納率は市税全体で９５.３％と、前年度比で０.３ポイントの減と

なっております。 

 次に、下段の表を御覧ください。 

 こちらにつきましては、市税の収入未済額の推移を表しております。収入未済額

につきましては、決算において徴収できず、翌年度に繰り越された額であり、滞納

繰越額となります。御覧のとおり、令和２年度は１億円を超える収入未済額となり
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ましたが、こちらは収納率の説明にもございました徴収猶予の特例によるものでご

ざいます。 

 令和６年度の収入未済額は９,０９１万１,４３７円となっており、引き続き収納

徴収対策を徹底し、収入未済額の縮小を目指して取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 滞納整理の実績、市税の収納状況の推移についての説明は以上となります。 

○三鬼税務課長  委員会資料の２ページを御覧ください。 

 表の４、市税収入済額及び構成比を御覧ください。 

 市税のうち、最も構成比の大きいものは市民税で４２.４％、次に、固定資産税

の４０.８％となっております。 

 なお、これらの二つの税に都市計画税も含めますと市税全体の約９割を占めてお

り、これらの税目が本市の基幹税となっております。 

 次の３ページを御覧ください。 

 表の５、市税収入済額の推移となります。 

 これは、過去５年間の市税収入済額の推移を表したものであります。税目別に各

年度の収入済額と前年度比を記載しており、表の一番右、オレンジ色の部分には、

参考として５年前の令和元年度の収入済額との比較を記載しております。 

 市税収入は、大型事業所の撤退などに伴い償却資産が大幅に減少したことにより

固定資産税が減収となり、この表の中には記載がございませんが、平成３０年度、

令和元年度にかけて、市税全体として大きな減少結果となっております。 

 最近、直近の５年間の推移で見ますと、左下のグラフにお示しのとおり、令和３

年度から５年度まではほぼ横ばいで推移しておりましたが、昨年度、個人市民税で

定額減税が実施されたことに伴い、一時的に大きく減少しております。 

 今後につきましても、市民税や固定資産税などの基幹税において減少傾向で推移

することが見込まれております。 

 次の４ページを御覧ください。 

 こちらは過去５年間の税目別市税収入額の推移を表したものでございます。 

 先ほども申しましたように、平成３０年度、元年度における固定資産税の落ち込

みが大きかったことから、３０年度に固定資産税と市民税との構成比の順位が入れ

替わった後、２税の差に多少の増減はあるものの、構成比の順位に変動はございま

せん。 

 次の５ページを御覧ください。 
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 令和６年度市税収納実績表の詳細を添付しております。こちらにつきましては、

後ほど御参照いただければと思います。 

 決算書の１８、１９ページにお戻りください。 

 令和６年度市税収納実績表の詳細を添付しております。１８ページからは、現年

度課税分の市税算定の基礎としまして、税目別の基礎数値、税額を参考に記載して

おりますので、こちらも後ほど御参照いただければと思います。 

 それでは、引き続き、税務課に係る歳入のうち、主なものについて御説明いたし

ます。 

 決算書の３６、３７ページを御覧ください。 

 ３６ページの１３款２項１目総務手数料、収入済額６２０万８,２３０円のうち、

税務課分としましては、３７ページ右側の備考欄の上から５段目となります税務証

明手数料５１万４,０００円であります。 

 決算書の４０、４１ページを御覧ください。 

 １４款２項１目総務費国庫補助金、収入済額２億９,５４１万４２２円のうち、

税務課分としましては、備考欄の最下段、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金２億５,７０２万１,０００円のうち、定額減税補足給付金給付事業費分としまし

て、１億１,１９２万５,８８８円でございます。 

 決算書の５０、５１ページを御覧ください。 

 １５款３項１目総務費委託金のうち、税務課分としましては、２節徴税費委託金

で、収入済額は２,３４９万２,９４９円でございます。この交付金は、県民税の徴

収取扱いに係る三重県からの交付金となります。 

 決算書の５８、５９ページを御覧ください。 

 ２０款１項１目１節延滞金は、予算現額３４０万円に対しまして、調定額及び収

入済額は同額の３７１万９,３２１円でございます。 

 次のページ、６０、６１ページを御覧ください。 

 ５項１目雑入、１節滞納処分費、予算現額２２万４,０００円は、市税の滞納処

分を行う際の費用について、仮に市が支払った部分に対する弁済収入があった場合

を想定して予算計上しておりますが、令和６年度においては実績がございませんで

した。 

 次の２節総務費雑入、収入済額７,５６１万４,０５１円のうち、税務課分は、備

考欄の上から九つ目、コピー使用料１万６,６８０円と、その下の納付書等共同印

刷負担金１７１万４,８９３円で、これは、国民健康保険税及び後期高齢者医療保
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険料の納付書について、市税の納付書の印刷と併せて契約していることから、それ

ぞれ特別会計から一般会計に対し、応分の負担をするものでございます。 

 税務課に係る歳入の説明は以上となります。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 決算書の１０２、１０３ページを御覧ください。 

 ２款２項１目税務総務費につきましては、支出済額が２億２,６２９万８,６９８

円、不用額３３５万１,３０２円でございます。税務総務費につきましては、市税

の賦課業務に係る事務経費となります。 

 大市係長より御説明申し上げます。 

○大市税務課係長  それでは、税務総務費の主な内容について御説明いたします。 

 １節から８節までの人件費等は総務課説明文ですので割愛させていただき、主な

ものを簡潔に御説明いたします。 

 １０節需用費の支出済額は３０６万２９２円で、内訳は、事務用消耗品費や納税

通知書等に同封する市県民税特別徴収の処理などの印刷製本費であります。 

 １１節役務費の支出済額は３０２万５,４１８円で、主なものは、納税通知書等

の発送に係る通信運搬費であります。 

 １２節委託料の支出済額は１,７６１万５,２６３円で、市税の賦課業務関連など

の業務委託料であります。内訳は、備考欄に記載しております八つの業務委託料を

支出しております。 

 次ページ、１０４、１０５ページを御覧ください。 

 １３節使用料及び賃借料の支出済額は２５１万１,４９１円で、主なものは、備

考欄に記載の地方税電子申告審査システムとＡＳＰサービス利用料の２３３万３,

３２０円であります。 

 次に、１８節負担金、補助及び交付金の支出済額は１億９５２万７,３６３円で、

主なものは、定額減税補足給付金１億８１５万円で、その他は備考欄に記載の各種

協議会の会費や賦課業務に関連して必要な負担金であります。 

 ２２節償還金利子及び割引料の支出済額は１,３６５万２,３４３円で、全て市税

の過年度分還付及び還付加算金であります。税目別では法人市民税が１,０６１万

５,５００円で最も多く、これは、主に申告等によって確定した税額更正による償

還金であり、次いで個人市民税が２８０万２,２４３円となっており、確定申告等

による税額変更によるものが主なものであります。 

 税務総務費の説明は以上であります。 
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○三鬼税務課長  次ページ、１０６、１０７ページを御覧ください。 

 ２目賦課徴収費について御説明いたします。 

 支出済額が６５５万９,３８６円で、不用額８９万４,６１４円であります。 

 主な内容につきまして、収納係、泉係長より御説明申し上げます。 

○泉税務課係長  それでは、賦課徴収費の主な内容について御説明いたします。 

 １節報酬の支出済額１万３,２００円につきましては、固定資産評価審査委員会

委員に対する報酬であります。 

 １０節需用費の支出済額は８６万５,３４６円で、主なものといたしましては、

督促状兼納付書等の印刷製本費であります。 

 １１節役務費の支出済額は１４４万１,５７５円で、主なものといたしましては、

督促状等の送付に係る通信運搬費であります。 

 １８節負担金補助金及び交付金の支出済額は４２３万９,２６５円で、三重地方

税管理回収機構負担金３８９万円が主なものであります。 

 賦課徴収費の説明は以上であります。 

○三鬼税務課長  税務課に係る歳出の説明は以上となります。 

 続きまして、財産調書の税務課分について御説明いたします。 

 決算書の２９６、２９７ページを御覧ください。 

 下段の表３、債権の二つ目、市民税特別徴収翌年度徴収金につきましては、前年

度末現在高８,３６９万９,７００円、決算年度中増減額マイナス３,８００円、決

算年度末現在高が８,３６９万５,９００円でございます。この市民税特別徴収翌年

度徴収金につきましては、市県民税の給与特別徴収の納期につきましては、当該年

度の６月から翌年度の５月までの１２回納期となっておりますが、会計年度区分に

より、翌年度の４月、５月分につきましては、翌年度の歳入として整理されること

から、決算書の財産調書において、その額を債権として計上するものでございます。 

 なお、主要施策の成果及び実績報告書の３０ページに税務課分の資料を記載して

おりますが、内容につきましては、これまでの決算資料説明と重複いたしますので、

説明は割愛させていただきます。後ほど御参照をお願いいたします。 

 以上で税務課に関する一般会計歳入歳出決算の説明とさせていただきます。よろ

しく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○南委員長  ありがとうございました。 

 税務課の決算の説明は以上でございます。 

 御質疑等ある方、御発言をお願いいたします。よろしいですか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  ないようでございますので、税務課の決算審査を終了いたします。

ありがとうございました。 

 本日は、これにて終了させていただきます。 

 明日は午前１０時より、市民サービス課から始めたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上で委員会を閉じます。御苦労さまでございました。 

（午後 ２時２６分 閉会） 


